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      開 会 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  ただいまから、総務委員会

を開会いたします。 

 報告事項は、特にございません。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、議案第１号 令和５年度札幌市一般会

計補正予算（第５号）中関係分、議案第８号 札

幌市職員給与条例等の一部を改正する条例案、議

案第９号 札幌市一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

案、議案第10号 札幌市特別職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例案、議案第11号 

札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例案、議

案第12号 札幌市会計年度任用職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例案、議案第13号 

札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例案、議案第20号 札幌市

災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正

する条例案の８件を一括議題といたします。 

 この場合、関係局が多岐にわたりますので、局

別に質疑を行い、討論採決は、局長職のみ出席と

いたします。 

 初めに、総務局及びまちづくり政策局関係分に

ついて質疑を行います。 

●丸岡守幸委員  私からは、本議会に提案され

ております札幌市人事委員会からの勧告を踏まえ

た議案第８号 札幌市職員給与条例等の一部を改

正する条例案など、給与改定等に伴う関連議案の

うち、議案第10号 札幌市特別職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案に関しまして

質問させていただきます。 

 このたび提案されております議案のうち、議案

第８号及び第９号につきましては、本市の一般職

の職員の給与表や期末手当、勤勉手当の引上げを

行うものであります。これら一般職の職員に係る

引上げは、公正・中立な第三者の機関である札幌

市人事委員会が実施した民間調査の結果や勧告に

基づくものであり、市内民間と均衡した適正な給

与水準を実現する観点から、我が会派としまして

も大いに賛成するところであります。 

 また、議案第11号から第13号までは、本市の会

計年度任用職員について常勤職員との均衡を考慮

して給料表を引き上げるとともに、本年５月に地

方自治法が改正されたことを踏まえて、新たに勤

勉手当を支給するものであり、これらの内容につ

いても異論のないところでございます。 

 しかしながら一方で、議案第10号 札幌市特別

職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案は、市長をはじめとする特別職の期末手当を

0.1か月分引き上げるものであります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 議案第10号により、市長や副市長などの期末手

当の支給月数と引上げ額はどのくらいになるの

か、また、それに伴い、市議会議員の期末手当は

どのように取り扱われることになるのかを併せて

お伺いいたします。 

●保木職員部長  市長等の特別職の期末手当の

具体的な支給月数と引上げ額、そして、市議会議

員の期末手当の取扱いについてお答えいたしま

す。 

 このたびの改定におきましては、市長等の特別

職の期末手当について、0.1か月分の引上げを行

い、年間3.4か月分とするものでございます。 

 この改定によりまして、年間の支給額は、市長

で約19万円、副市長で約15万3,000円、教育長で

約12万3,000円、代表監査委員で約11万9,000円の

引上げとなります。また、市議会議員の期末手当

につきましては、札幌市議会議員の議員報酬及び

期末手当に関する条例におきまして、市長等の例

によることとされており、特別職に係る条例案が

可決された場合には、結果としまして、市長等と

同様に0.1か月分が引き上げられることとなりま

す。 

 これによりまして、年間の支給額は、議長で約
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15万1,000円、副議長で約13万8,000円、議員で約

12万5,000円の引上げとなります。 

●丸岡守幸委員  市長や副市長などの特別職、

さらには、市議会議員の期末手当の支給月数と引

上げ額について確認させていただきました。ま

た、市長や副市長などの特別職に加えて、68名か

ら成る市議会議員を含めますと、およそ1,000万

円近くの追加費用が発生することも明らかになり

ました。 

 ただ、今のご答弁の中で、市議会議員の期末手

当は、市長などの特別職に連動して引き上げると

いうものでございますが、そもそも人事委員会に

よる調査や勧告は一般職の職員を対象にしてお

り、特別職の職員についてはその制度の対象外で

あると認識しております。 

 そこで、もう一点お伺いしますが、今回、市長

をはじめ、特別職の期末手当を引き上げることと

したのはなぜか、どういった根拠で引き上げるこ

とになったのかをお示しください。 

●保木職員部長  特別職の期末手当を引き上げ

ることにした理由についてお答えいたします。 

 本市の特別職の期末手当につきましては、従前

より、国からの通知におきまして、国の幹部職員

である指定職職員の期末手当に準じて所要の措置

を講ずることが適当と示されてきたことを踏まえ

まして、国の指定職と同様の改定を行ってきてい

るところでございます。 

 このたびの改定につきましても、本年８月に出

されました国の人事委員勧告に基づきまして、国

の指定職の期末手当及び勤勉手当が0.1か月分引

き上げられたことを踏まえまして、本市の特別職

の期末手当について、これと同様の引上げを行う

こととしたものでございます。 

●丸岡守幸委員  国家公務員の指定職に係る期

末手当の引上げを受けて、市の特別職の期末手当

についても引き上げることにしたとのご答弁でご

ざいました。 

 しかしながら、長引くエネルギー価格や物価高

騰の中で市民の生活は厳しさを増すばかりでござ

いますし、市民の皆さんからは先行きに対する不

安の声も寄せられているところでございます。こ

のため、市長、副市長をはじめとする特別職の期

末手当を増額すること、さらには、特別職の取扱

いに連動して、市議会議員の期末手当が増額とな

ることについては、とても市民の皆様の理解を得

られることはないと考えまして、議案第10号とこ

れに関する一般会計補正予算第５号には反対せざ

るを得ないことを申し上げておきます。 

●藤田稔人委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、総務局及びまち

づくり政策局関係部分の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時９分 

      再 開 午後１時10分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、環境局及び消防局関係分について質疑を

行います。 

●ふじわら広昭委員  私は、今回の補正予算に

も計上されております駒岡清掃工場更新事業建設

工事におけるインフレスライドと、白石破砕工場

更新事業設計施工管理業務の補正について、２点

質問をいたします。 

 最初は、駒岡清掃工場更新事業建設工事におけ

るインフレスライドについてであります。 

 この工事については、2020年の令和２年５月29

日の第２回定例会で、約430億円に上る契約が議

会で承認されているわけであります。その後、資

材高騰の関係などで、令和４年度、2023年にイン

フレスライド条項を活用して約18億4,800万円を

増額しているわけであります。 

 今回新たにインフレスライドの関係で補正予算
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が提案されているわけでありますけれども、今回

の駒岡清掃工場更新事業建設工事におけるインフ

レスライド額のうち、金額の上昇率などが大きい

工種について具体的にどのようになっているの

か、また、上昇率及び上昇金額について併せて伺

いたいと思います。 

●丸岩施設建設担当部長  金額の上昇率及び上

昇金額が大きい工種についてお答えいたします。 

 本工事のインフレスライド額におきましては、

特に、上昇率及び上昇金額が多い工種は、型枠工

事、ガラス工事、塗装工事、鉄骨工事となりま

す。それぞれの工種の上昇率及び上昇金額につき

ましては、型枠工事が上昇率約11％の約4,000万

円増、ガラス工事が上昇率約15％の約1,900万円

増、塗装工事が上昇率約19％の約1,200万円増、

鉄骨工事が上昇率約３％の約１億1,500万円増と

なります。 

●ふじわら広昭委員  上昇率の大きいもの四つ

の報告、説明があったわけでありますけれども、

疑問に思うのは、ほかの資材もあるわけでありま

すけれども、今後こうした資材がさらに高騰する

ことも想定されますし、駒岡の新しい清掃工場の

工事については、完成年月日が令和７年７月ぐら

いに予定されているかと思うのですけれども、さ

らに、今後、資材が上昇する関係もありますの

で、国のインフレスライド条項を有効に活用し

て、しっかりとした建物ができるように請負業者

との連携をしっかり行っていただきたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 次に、白石破砕工場の更新事業設計施工管理業

務の補正予算案について質問いたします。 

 最初の質問については、施工管理費が増えた理

由についてでありますけれども、白石破砕工場の

更新事業の設計施工管理業務が、当初の１億

5,100万円から今回は２億6,000万円に増額になる

わけでありますけれども、改めて設計施工管理費

が増えた理由について伺いたいと思います。 

●丸岩施設建設担当部長  設計施工管理費が増

えた理由についてお答えいたします。 

 主な理由としては２点ございます。 

 １点目は、当初予算では２年前の令和３年度に

策定しました白石破砕工場更新基本計画を基に設

計施工管理費を計上しておりましたが、近年の人

件費高騰の影響により増額となったことによるも

のです。 

 ２点目は、昨今の社会情勢により、技術者の人

材が著しく不足していることによるものです。技

術者の業務内容につきましては、当初予算では、

電気設備技術者が破砕機など大型設備のプラン

ト、電気設備の管理に加えまして、電気や水など

のインフラ設備を既存の白石清掃工場から引き込

むといった特殊性のある建築電気設備の管理も担

うことを想定しておりました。しかしながら、こ

うした両方の管理を担える人材の確保は極めて困

難になっていることが事業者のヒアリングにより

判明しました。 

 このような状況を踏まえまして、人材を確保す

るための措置として、電気設備技術者の資格要件

を二つに分けて、電気設備技術者はプラント電気

設備のみの担当とし、新たに建築電気設備技術者

を配置することにしたため、増額となったもので

す。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、今の答弁に

もありましたけれども、当初予定した電気設備技

術者に加えて、建築電気設備技術者の配置を追加

したということかと思うわけであります。 

 そこで、質問ですけれども、電気設備技術者と

建築電気設備技術者に求める資格要件の違いにつ

いて伺いたいと思います。 

●丸岩施設建設担当部長  電気設備技術者と建

築電気設備技術者に求める資格要件の違いについ

てお答えいたします。 

 電気設備技術者の資格要件は、電気に関する高

度な知識と応用能力を持つ電気・電子部門の技術

士、電気工事全般を管理監督する１級電気工事施

工管理技士、工場など高電圧設備を保守、監督す
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る第三種以上の電気主任技術者のいずれかとして

います。 

 一方で、建築電気設備技術者は、１級電気工事

施工管理技士、第三種以上の電気主任技術者に加

えまして、電気、空調などの建築設備全般の知

識、技術を持つ建築設備士のいずれかとしていま

す。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 今回の白石の破砕工場の関係については、エネ

ルギーを含めて、既存の白石清掃工場からそれを

活用して破砕工場を稼働していくということであ

ります。当初であれば、技術者を弱電と強電と

はっきり分けて仕様書を作成していくべきだと私

は思うわけであります。とはいっても、昨今の人

材不足や人件費の高騰などによって、そう分けた

としても補正予算が必要になる場合もあるという

ふうに私は併せて考えているわけでありますけれ

ども、今後は、こうした弱電、強電に関するもの

についてはしっかり分離をして、必要な技術者を

確保するように求めていただきたいということを

申し上げまして、質問を終わります。 

●わたなべ泰行委員  私からは、このたびの補

正予算に消防航空体制強化として債務負担行為が

設定されていることを踏まえまして、今後の消防

航空体制について質問させていただきます。 

 まずは、現在の航空体制について伺います。 

 本市の消防ヘリコプターは、平成３年に道内初

の消防航空隊として発足して以来、林野火災での

空中消火、山岳地での捜索、救助、遠隔地からの

救急搬送など、多くの消防救急活動に活用されて

きました。 

 平成21年には、２機目の機体を導入し、常時１

機が稼働できるいわゆる通年運航体制が確立され

ましたが、令和元年10月に、埼玉県川越市で定期

点検中の機体が台風により被災して使用不能とな

り、以降、保有機体の点検期間中はレンタル機を

借用して運航体制を維持していると伺っておりま

す。 

 そこで、質問ですが、本市の消防ヘリコプター

の運航状況とレンタル機を使用する際の課題につ

いて伺います。 

●長沼総務部長  消防ヘリコプターの運航状況

とレンタル機使用に係る課題についてお答えいた

します。 

 初めに、消防ヘリコプターの運航状況ですけれ

ども、令和４年中は計209件出動しており、ま

た、令和５年中は11月末時点で219件出動してお

ります。 

 本市では、重篤な傷病者を受け入れる医療機関

から遠い市域において高度な医療行為を受ける必

要のある傷病者が発生した際、ヘリコプターによ

り救急搬送する件数が多くなるため、他の指定都

市等と比較して出動件数が多くなるのが特徴でご

ざいます。 

 次に、レンタル機により運航する際の課題で

す。 

 ２点ございまして、１点目は、希望する時期に

必ずしも借用可能な機体があるとは限らず、保有

機に突発的な不具合が発生した際に、即座に借用

することができないリスクがあること。２点目と

しまして、市場に流通しているレンタル機は、老

朽化が著しいため、借用中に不具合が生じる懸念

があることなどが挙げられると考えております。 

●わたなべ泰行委員  現在の消防ヘリコプター

の運航状況、そして、レンタル機を使用した際

に、老朽化や希望する期間に必ずしも借用できな

いという課題が幾つかあることが分かりました。 

 このレンタル機は、希望する期間に機体を借用

できないことがあるといった可能性や、老朽化と

いう課題も今後とも続くのではないかという懸念

もございますので、そういった中で、従前とおり

消防ヘリコプターを２機保有する体制の復旧は現

在急務であるというふうにも考えております。 

 そこで、質問ですが、本市が消防ヘリコプター

を２機保有する必要性についてどのように考えて
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いるのかを伺います。 

●長沼総務部長  本市が消防ヘリコプターを２

機保有する必要性についてお答えいたします。 

 ヘリコプターは、年間３か月から６か月程度、

点検整備により運航不能となるのですが、２機保

有することで、空白期間を発生させずに通年で安

定的な運航体制を確保できるものと考えておりま

す。 

 また、ヘリコプターの調達にかかる初期費用の

想定価格が36億円程度と高額となりますが、緊急

防災・減災事業債の活用ができるほか、維持費の

面でも普通交付税が措置されるため、財政面にお

いても有利であると考えております。 

 これらの運用面、財政面の観点から、消防ヘリ

コプターを２機保有する必要があるというふうに

考えた次第です。 

●わたなべ泰行委員  この通年で２機体制を運

航していくためには、やはり本市で２機を保有す

る、これが安心・安全の運航体制につながり、ま

た、財政面でも維持費のことでよろしいというこ

とが分かりました。 

 最後に要望をお伝えして、私の質問を終わりま

す。 

 全国的に災害が複雑多様化していく中で、消防

ヘリコプターが担う役割はますます大きくなって

いくものと考えております。この新機対応は今後

確実に調達していただいて、万全な消防航空体制

の構築を果たすことを要望して、私の質問を終わ

ります。 

●藤田稔人委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、環境局及び消防

局関係分の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時25分 

      再 開 午後１時26分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、討論を行います。 

●丸岡守幸委員  期末手当の増額を内容とする

議案第10号 札幌市特別職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例案並びに期末手当の増

額を含む議案第１号 令和５年度札幌市一般会計

補正予算（第５号）に当会派として反対の立場

で、討論いたします。 

 市長や副市長をはじめとする特別職と市議会議

員に係る期末手当0.1か月分の増額について、金

銭的にはそれほど多くはないかもしれませんが、

先ほど申し上げましたとおり、食料品や燃料代を

はじめとするこの物価高騰の中で、市民の生活は

厳しさを増すばかりですし、ここ北海道において

は、本格的な冬の到来とともに、灯油、ガスなど

の需要も増してきます。 

 そうした中で、市長、副市長をはじめとする特

別職の期末手当を増額すること、さらには、特別

職の取扱いに連動する形で市議会議員の期末手当

が増額となることについては、なかなか市民の理

解を得られるものではないと認識しております。 

 申すまでもありませんが、市長ら、札幌市政の

かじ取り役を任されているお立場の方々、そして

また、我々市議会議員は市民生活に寄り添う姿勢

を忘れてはいけません。 

 そのような考えを基に、当会派として強く反対

をいたします。 

●田中啓介副委員長  私は、日本共産党所属議

員を代表し、ただいま議題となっております議案

８件中、議案第１号 令和５年度札幌市一般会計

補正予算（第５号中）関係分及び議案第10号 札

幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案に反対、残余の議案に賛成の立場

で、討論を行います。 

 議案第８号並びに第９号は、本市一般職職員の

給与について、人事委員会勧告等に基づき、若年
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層に重点を置き、高卒初任給を１万2,200円、大

卒初任給を１万1,000円引き上げる増額改定と、

その他の市職員の給与表も増額改定をし、期末・

勤勉手当支給月数0.1か月分の引上げなどを行う

ものです。 

 本市職員は、住民の暮らしと福祉の充実、公

正・公平な行政サービスを提供するという、なく

てはならない公務に従事しています。さらに、市

内労働者全体の賃上げの好循環をつくるために

も、市職員の給与などの引上げには大いに賛成で

す。 

 しかし、議案第10号は、本市一般職職員の給与

改定等を考慮して、特別職の職員の期末手当を

0.1か月分引き上げるものですが、市長や副市

長、市議会議員などの特別職の期末手当を一般職

職員に準じる法的根拠はなく、必要はありませ

ん。 

 よって、議案第10号は反対であり、議案第１号

は議案第10号の補正が含まれていることから反対

です。 

 議案第11号から第13号について、一言、申し上

げます。 

 当議案は、会計年度任用職員の給与を常勤職員

の給与改定等を踏まえて増額改定し、地方自治法

の改正を受けて新たに勤勉手当を支給する改正で

あるため、賛成ではありますが、国からの通知で

は、給与の遡及についても、常勤職員に準じて取

り扱うよう求められており、本市も、会計年度任

用職員の給与遡及については常勤職員に準じるよ

う求めます。 

 以上で、討論を終わります。 

●藤田稔人委員長  ほかに討論はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 この場合、分割して採決を行います。 

 最初に、議案第１号中関係分及び第10号の２件

を一括して問題といたします。 

 議案２件を可決すべきものと決定することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

●藤田稔人委員長  賛成多数であります。 

 よって、議案２件は、可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第８号、第９号、第11号から第13号

まで及び第20号の６件を一括して問題といたしま

す。 

 議案の６件を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案６件

は、可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時32分 

      再 開 午後１時33分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、議案第21号 札幌市証明等手数料条例の

一部を改正する条例案を議題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第21号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第21

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第30号 札幌市火災予防条例の一部

を改正する条例案を議題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第30号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第30

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第25号 札幌市生活環境の確保に関

する条例の一部を改正する条例案を議題といたし

ます。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第25号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第25

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第35号 損害賠償及び和解に関する

件を議題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第35号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第35

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第36号 町の区域を変更する件を議

題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第36号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第36

号は、可決すべきものと決定いたしました。 
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 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時36分 

      再 開 午後１時37分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、議案第37号 公立大学法人札幌市立大学

の中期目標を定める件を議題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第37号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  異議なしと認め、議案第37

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・

アクションプラン2023パブリックコメントの結果

についてを議題とし、資料に基づき、理事者から

説明を受けます。 

●小角まちづくり政策局長  第２次札幌市まち

づくり戦略ビジョン・アクションプラン2023につ

いては、10月２日に総務委員会でご審議をいただ

きました後、10月30日から11月28日にかけてパブ

リックコメントを実施したところでございます。 

 このパブリックコメントでいただいたご意見な

どを踏まえ加筆修正を行いましたので、本日、パ

ブリックコメントの結果とアクションプラン2023

の修正案についてご報告をさせていただきます。

よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

 それでは、資料につきまして、加茂政策企画部

長よりご説明させていただきます。 

●加茂政策企画部長  第２次札幌市まちづくり

戦略ビジョン・アクションプラン2023について

は、パブリックコメント案を以前にご説明させて

いただいておりますので、本日は変更点などに

絞ってご説明いたします。 

 まず、資料１をご覧ください。 

 パブリックコメントの実施結果の内容でござい

ます。 

 資料の上段、実施の概要にございますが、意見

の募集は、10月30日から11月28日までの30日間行

いました。また、パブリックコメント期間中に子

ども出前講座を実施し、市内の小学校、中学校、

高校、計６校に訪問し、アクションプランについ

ての説明、質疑応答、意見収集を行いました。 

 資料中段の左側ですが、寄せられた意見につき

ましては、343人、603件でした。年代内訳を見ま

すと、19歳以下が多いですが、これは子ども出前

講座などの取組によるものでございます。 

 その右側に、意見内訳のグラフがございます。 

 まちづくりの取組に関し、子ども・若者分野が

37％と最も多くなっており、続いて、都市空間、

生活・暮らしの順に多く意見をいただいたところ

でございます。 

 下には、それぞれのまちづくりの分野において

関心の高かったテーマごとに取りまとめ、主要な

意見を記載しております。 

 件数が多かったテーマとしては、子ども・若者

分野の学校への冷房設置や学校給食関係、生活・

暮らし分野の雪対策などが挙げられます。 

 また、資料中段右側の点線囲みの部分には、ア

クションプランの分野横断プロジェクトに関連し

ていただいた主な意見について、プロジェクトご

とにまとめております。今後、札幌市がまちづく

りを進めていくに当たっては、いただいた意見も

踏まえ、異なる分野間の連携を取りながら、分野



総 務 委 員 会 

- 137 - 

横断プロジェクトの取組を進めてまいります。 

 資料１に関する説明は、以上となります。 

 続きまして、資料２をご覧ください。 

 資料２は、パブリックコメント等を基に変更し

た箇所をまとめた表でございます。 

 まず一番上の１点目でございますが、計画策定

の趣旨の部分において、地震や大雪など脅威を増

している自然災害という表現が適切かどうかとい

うご意見をいただいたことを踏まえまして、大規

模地震や大雪などの自然災害という記載へと修正

しております。 

 続きまして、２点目ですが、学校へのエアコン

の設置はいつから始めるのか教えてほしいという

お子さんからのご意見をいただいたことを踏まえ

まして、アクションプランの事業内容に設置時期

や箇所について追記をいたしました。 

 続いて、３点目でございますが、がん対策推進

事業という事業名が分かりづらいというご意見を

いただいたことを踏まえまして、事業内容がより

伝わりやすくなるよう、がん患者の社会活動支援

事業へと事業名を修正しております。 

 次に、４点目でございますが、冬季オリンピッ

ク・パラリンピック関係事業についてＩＯＣ理事

会の方針が示され、事実上、招致の足がかりが失

われた現状において、2027年度までの実施計画で

あるアクションプラン期間中に招致に関する具体

的な活動は見通せない状況でありますことから、

事業の記載を削除することといたしました。 

 続きまして、５点目、６点目でございますが、

アクションプランの第２章の各区の取組のページ

において、各区で実施予定である主にハード整備

に係る事業を地図つきでまとめたほか、区ごとの

マスコットキャラクターについてのご意見をいた

だいたことを踏まえまして、各区のマスコット

キャラクターを上記の地図のページに掲載してお

ります。 

 最後に、７点目でございますが、アクションプ

ランの第４章において、計画策定の経過及び市民

意見聴取の取組に係るページを追加しておりま

す。 

 資料２の説明は、以上でございます。 

●藤田稔人委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●ふじわら広昭委員  私は、ただいま説明のあ

りましたアクションプラン2023のパブリックコメ

ントにおける子どもの意見について伺います。 

 最初の質問は、子ども出前講座を実施した趣旨

についてです。 

 パブリックコメント期間中に、市の職員が実際

に小学校３校、232人、中学校２校、188人、高校

１校、27人などへ伺い、計画案の説明をして、子

どもたちと意見交換を行い、いわゆる子ども出前

講座を実施し、計画案についての意見も多く聴取

しています。 

 将来、札幌市のまちづくりを担っていくことと

なる子どもたちから計画案について多くの意見を

聴取したことは、大きな意義のあるものと言えま

す。 

 そこで、質問ですが、今回、アクションプラン

2023の策定に当たって子ども出前講座を実施した

趣旨について伺いたいと思います。 

●加茂政策企画部長  子ども出前講座実施の趣

旨についてでございますが、今回のような計画策

定時をはじめとして様々な機会を捉え、札幌市の

未来を担う子どもたちに市政への関心を持ってい

ただくための取組を行うということは大変重要な

ことであると考えておりまして、今回、その一環

として、札幌市の抱える課題や今後の取組など、

計画案の内容について市の職員が、直接、子ども

たちに説明する子ども出前講座を実施したところ

でございます。この取組などを通じまして、結果

として19歳以下のお子さんたちから460件もの意

見をいただいたところでございます。 

 また、子ども出前講座を実施した学校からは、

まちづくりに関わるよいきっかけとなったという

ご意見でありますとか、その後のまちづくりに関
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する学習の時間では、子どもたちがアイデアを積

極的に出しながら取り組んでいたといったような

声を各先生方からお伺いしているところでござい

ます。 

●ふじわら広昭委員  要望などを申し上げて、

次の質問に移りたいと思います。 

 札幌市では、子ども未来局が2001年、平成13年

から子ども議会というものを開催しております。

これまで、1,123名の小・中学生などが子ども議

会に参加して、自分たちの考えていること思って

いることなどを市長などに提言してきているとこ

ろであります。 

 こうした子どもたちがもう30歳前後ぐらいに

なっているわけでありまして、こうした出前講座

を行うことを私はいいことだと評価をしたいとい

うふうに思います。子ども議会では、四、五十名

の子どもさんが応募してきますけれども、いろん

な準備の都合や会議場の関係などで20名前後ぐら

いにしなきゃならないという制約がある中で、こ

うした多くの児童生徒に直接会って説明してお話

を聞くということで、私は意義のあるものだと考

えているわけであります。 

 こうした出前講座を実施したことで、子どもた

ちがまちづくりに関心を持つきっかけとなり、ま

た、多くの意見もいただいていますので、今後も

ぜひこうした取組を継続していただきたいという

ことを求めておきたいと思います。 

 一方で、先ほどの説明もありましたように、意

見の数を年代別で見てみますと、19歳以下からの

意見が約460件と全体の７割以上を占めており、

大人と子どもで大きく隔たりがあり、これはやは

り出前講座実施の有無によるものと理解をしてい

るところであります。 

 計画の策定に当たっては、子どもたちの意見だ

けではなく、大人の意見も重要であることから、

限られた期間ではありますが、大人に向けた出前

講座の実施についても今後検討すべきと申し上げ

ておきたいと思います。 

 次の機会に向けて検討をいただくとともに、計

画策定後も出前講座などの取組を通じて計画内容

の普及などに努めることを求めておきたいと思い

ます。 

 次は、子どもたちからいただいた意見への対応

についてです。 

 市民からの意見は、聞くだけではなく、いただ

いた意見をどのように受け止めて対応していくの

かが重要です。子どもたちがまちづくりアクショ

ンプランについて学び、自身の意見を札幌市へ伝

えたにもかかわらず、札幌市から何ら回答がない

のでは、市政への関心の低下にもつながりかねな

いことから、子どもたちへ札幌市の対応や考え方

を伝えることは必要だと思います。 

 今回、一部、子どもたちからの意見がアクショ

ンプランへ反映されたものもあるということであ

りますけれども、そこで、質問ですが、実際に子

どもたちからはどのような意見が寄せられたの

か、また、今後のまちづくりに関して貴重な意見

が多数あったと思いますが、それらの意見をどの

ように今後の市政に生かしていくのか、あわせ

て、意見を出した子どもたちに対し、札幌市とし

てどのようにフォローをしていくのか、伺いたい

と思います。 

●加茂政策企画部長  パブリックコメントにお

ける子どもの意見につきまして、どのような意見

が寄せられたか、それから、今後どのように生か

していくのか、そして、市としてどのようにそれ

をフォローしていくのかというご質問であったか

と思います。 

 お子さんたちからは、先ほどご説明した学校へ

の冷房設置や雪対策に関する意見が非常に多うご

ざいまして、そのほかにも、職業体験の機会の拡

大でありますとか公園の遊具の充実、学校のグラ

ウンドやトイレの改修などといった子どもならで

はの意見もあったところでございます。 

 今回いただいた意見につきましては、関連する

事業の所管部局へ改めてフィードバックを行うと
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ともに、今後、計画事業を具体的に事業化する際

や新たな事業を検討する際などに生かしていくよ

う、庁内に再度周知を図る予定でございます。 

 また、子ども出前講座を実施した学校に対しま

しては、いただいた意見に対する市の考え方を学

校ごとにお送りすることとしておりまして、引き

続き、学校と連携しながら札幌市のまちづくりへ

の理解を深める機会を設けていくなど、未来を担

う子どもたちへアプローチをしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 一つ目は、子どもたちが出した意見に対して、

しっかり大人が耳を傾けているという実感は子ど

もたちにとって非常に大きな経験なので、引き続

きしっかり対応していただきたいというふうに思

います。 

 具体的には、今、答弁もありましたけれども、

私は、今回の出前講座で出された小・中・高の児

童生徒の貴重な質問や意見というものを、出され

た学校だけではなくて、対象の全校にデータを提

供して、ほかの学校の児童生徒がどのような質問

や意見を出したのかということが分かるような対

応をすることが今後につながっていくのではない

かというふうに思うわけであります。ぜひ、そう

した情報の提供をしていただきたいと思います。 

 札幌のまちの未来、将来の担い手である多くの

子どもたちが成長していくに当たり、市政にも関

心を持ってもらえるよう、引き続き、アクション

プランを通じて札幌市のまちづくりの取組を子ど

もたちへ伝えていただくことを要望して、質問を

終わります。 

●丸岡守幸委員  私からも、アクションプラン

2023におけるパブリックコメントに関して質問さ

せていただきます。 

 今回のパブリックコメントの実施に当たりまし

ては、市民から幅広く意見を募集するために、周

知方法を工夫するほか、市内の小学生、中学生、

高校生を対象にした子ども出前講座を実施すると

ともに、北大公共政策大学院でのセミナー開催と

いうことにも取り組んでおられます。 

 子ども出前講座に関しましては、先ほど質疑が

ありましたから触れませんけれども、私は、大学

でのセミナー実施ということに注目した次第でご

ざいます。 

 そこで、お伺いいたしますが、パブリックコメ

ントの一環として北大公共政策大学院でのセミ

ナーを開催することとした狙いはどこにあったの

でしょうか、そしてまた、そこでどのような意見

が出されて、その内容がアクションプラン2023に

どのように反映されたのかをお聞かせください。 

●加茂政策企画部長  北大公共政策大学院での

セミナー開催の狙い、それから、そこで出された

意見と反映状況についてお答えいたします。 

 アクションプランの策定に当たりまして、年代

的に市政への関心を持ちづらい若い世代にも札幌

市の今後のまちづくりの考え方や取組を知ってい

ただくためのアプローチとして、子ども出前講座

に加え、北大公共政策大学院でセミナーを開催し

たところでございます。 

 これは、職員が計画案に関して直接説明をし、

意見を交わすことで、より一層、札幌市のまちづ

くりの取組に興味・関心を持っていただくととも

に、公共政策の知識と柔軟な発想を持つ学生なら

ではの意見をいただくことを狙いとしたものでご

ざいます。 

 セミナーでは、個別の取組に関することのほ

か、今後の財政運営面での懸念など、計画全般に

関することや、人口減少下における道内の周辺自

治体との連携強化といった施策の方向性に関する

ことなど、大きな視点での意見もいただいたとこ

ろでございます。 

 今後の社会経済情勢の変化などを見据えた意見

も数多くいただいたことから、こうした意見は、

今後の施策の方向性の検討など行う際に参考とさ

せていただきたいと考えております。 
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●丸岡守幸委員  これからの札幌、そして、日

本の将来を担っていく若い人たちの意見を聞くと

いうことは、とても大切なことだと思います。何

より、彼ら、彼女らがこれからの子育て世代でも

あるからでございます。 

 そこで、今回のパブリックコメント実施に当

たって意見を寄せてくれた年代についてですが、

子ども出前講座を実施したということもあって

か、19歳以下の人数と意見がかなりのウエートを

占めているように思います。 

 そしてまた、30代からの意見が比較的多いとい

うのも、子育て世代の関心や期待が強いという表

れだと思います。ただ、それらに比べますと、札

幌市の人口のかなりの部分を占める70歳以上の

方々からの意見が少ないのはどのような事情によ

るものなのかと気になりました。そもそもパブ

リックコメントになじみが薄いということなの

か、それとも、アクションプランで示されている

施策に満足しているということなのか、その辺は

なかなかつかみようがないのかなとも思っており

ます。 

 ただ、私どもがこの５年先を見据えたアクショ

ンプランを拝見しておりますと、我が会派として

も力を入れている子育て支援と教育に関しては、

子ども医療費の助成対象の拡大や学校施設の冷房

化など、かなりの重点投資をされておられます

し、高齢者福祉、障がい者福祉、観光振興、雪対

策にも目配りして、全体的にバランスよく体系化

されているように感じております。パブリックコ

メントの中にこんなに事業を並べて財源は大丈夫

なのかという意見がございまして、私も多少心配

になったところでございますが、お聞きしたとこ

ろによりますと、今回のパブリックコメントで寄

せられた意見の数は前回に比べて若干少なかった

とのことでございました。このことは、前回のア

クションプランと比べて施策の体系が違います

し、パブリックコメントのやり方も多少違ってい

ますから、単純比較はできませんが、私としまし

ては、市民の多くの方が今回のアクションプラン

の内容に満足しているといいますか、大いに期待

を寄せている表れではないかと受け止めておりま

す。 

 委員の皆様方に申し上げておりますが、私は、

市の理事者の方々から頼まれてこのようによい

しょしているわけではございませんので、ご承知

おきください。 

 そこで、最後にお尋ねいたします。 

 外部評価はともかく、自己評価というのはなか

なか難しい面もあろうかと思いますが、このパブ

リックコメントの件数や内容を受けて、市の理事

者の方々は今回のアクションプラン2023の出来栄

えをどのように自己評価されているのか、率直な

ところをお聞かせいただければと思います。 

●加茂政策企画部長  アクションプラン2023の

自己評価というお話でございますが、パブリック

コメントでは、世代を問わず、子ども・若者分野

に対する意見が多く、市民の関心はその分野に非

常に高いというふうに受け止めたところでござい

ます。 

 そういった中、今回のアクションプランでは、

子ども医療費助成の対象拡大でありますとか、第

２子以降の保育料を完全無償化、あるいは学校へ

の冷房設備の整備など、子ども・子育て施策に対

しましては一定の充実を図ることができたのでは

ないかというふうに認識をしております。 

 一方、これまでの議会議論でありますとかパブ

リックコメントなどにおいて様々なご意見をいた

だいておりますので、このことは真摯に受け止

め、今後の事業の構築などに生かしていくととも

に、この計画を着実に進めていくため、毎年度、

成果指標などを用いて事業の進捗状況及びその効

果を把握、検証しながら、しっかりと計画の進行

管理を行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

●丸岡守幸委員  パブリックコメントは一旦終

了いたしましたが、今後５年間におけますアク
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ションプランの展開に当たりましては、600件余

りに及ぶ意見を大切にすることはもちろん、常に

市民の目が注がれているということを十分に認識

しながら、施策の実現に向けてご尽力していただ

きたい、そのことをお願い申し上げまして、私の

質問を終わらせていただきます。 

●田中啓介副委員長  質問に入る前に一言、今

回のアクションプランのそのパブリックコメント

の期間は、先ほど説明もあったとおり30日間で、

このアクションプランというのは、今後５年間の

本市が行う600ある事業の中期実施計画です。今

回は、パブリックコメントをするに当たって、子

ども、若者に関心を持ってもらいたいという出前

講座を行ったという工夫はされているということ

でした。ただ、この事業というのは、本当に子ど

もから高齢者全ての世代、全ての市民に関わっ

て、各部局の個々の計画の上位計画にもなってま

いります。より多くの市民がこの計画を目にして

意見を寄せていただくこと、これが自治基本条例

を持っている本市として大切なことです。 

 なので、今回のパブリックコメントするに当

たっての工夫というのは、子ども、若者だけでは

なくて、全ての世代、全ての市民にもしっかりと

意見を寄せていただくように、その実施期間につ

いても検討していただきたいということを一言申

し上げておきます。 

 それでは、質問に入ってまいります。 

 今回のパブリックコメントの意見と現在の情勢

などから７点変更したということでありました。

このパブリックコメントというのは、そもそも市

民に意見をただ聞くだけではなくて、寄せられた

意見を反映させた計画にしていくものだと思いま

す。 

 実際に、パブリックコメントの制度の中にも、

案についての意見を十分に考慮しなければならな

いということがうたわれております。 

 例えば、今回のパブコメで寄せられた意見で言

うと、実際に地震や大雪など脅威を増している自

然災害という表現について、脅威を増していると

いう表現が誤解を招くので避けるべきという市民

の意見を受けて削除をする文言修正などについ

て、まさに意見を反映させています。 

 一方で、今回のパブコメで市民からの意見とし

て多いものに、先ほど説明もありましたが、学校

給食費を無償化してほしい、雪害に対する強化を

してほしいなどがあります。これらは、事業計

画、また、それに伴う予算計画などの変更が必要

になってまいります。 

 パブリックコメントの制度では、提出された意

見を十分に考慮しなければならないとあるとお

り、今回の意見募集の期間は10月30日から11月28

日までで、本日が12月11日、締切りから今日まで

大体12日間ありましたが、この意見募集をして、

それを集約、600ある事業、アクションプランに

どう反映させていくのかという議論、判断する期

間、本日の資料を作成する時間なども考えると、

実質１週間ほどで決定したということになると思

います。 

 パブコメで寄せられた意見について、市の考え

方として返してはおりますが、聞きおくだけとい

う形で終わるのではなくて、やはり、スケジュー

ルありきということではなく、全市民に関わっ

て、今後５年間にとどまらず、将来にわたって関

連する計画でもあります。 

 十分に時間をかけて議論、検討を進めていくべ

きだというふうに思うのです。 

 そこで、伺います。 

 文言修正だけではなくて、アクションプラン

2023で実施予定の事業計画について市民の声を反

映させていくことについてどう考慮されたのか、

伺います。 

●加茂政策企画部長  市民意見を踏まえた新た

な取組の反映ということについてでございます

が、パブリックコメントをいただいた意見の中に

は、アクションプランとしての意見の受け止めが

非常に難しいというものが含まれておりましたけ
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れども、個別の事業に関するものとしては、新た

なサービスの実施でありますとか、サービス水準

の向上などのご要望があったということでござい

ます。 

 また、このパブリックコメントを終えて、この

計画案を策定していくに当たりまして、この計画

には、この５年間に実施する全ての政策的事業を

位置づけておりますことから、そういったこのア

クションプランの性質上、事業を遅滞なく進める

ためには、やはり一定のスピード感を持って計画

の策定に当たらなければいけないということも事

実でございます。 

 また、先ほど委員からお話がありましたよう

に、新たな事業の構築であったり事業のレベル

アップに当たりましては、様々な観点からの検討

が必要であり、加えて、計画の実効性を担保する

には、中長期にわたる財政の持続可能性も考慮し

ていく必要がございます。 

 今回のパブリックコメントで反映が難しかった

意見につきましては、計画事業を予算化し、執行

する際に活用させていただくほか、財源面など事

業化の環境が整った際にも参考とさせていただけ

るように、関連する事業部局にしっかりと共有を

図っていきたいというふうに考えております。 

●田中啓介副委員長  今、加茂部長から、市民

から寄せられた事業をさらに向上させていく、強

化していくことで、財政の面のお話があったとい

うふうに思います。 

 このたびのアクションプランのパブコメの結果

に併せて、今回変更したものの中に、現在の情勢

を受けて、冬季オリパラに関連する事業に係る掲

載は削除した、冬季オリパラ招致、また開催に関

する事業を実施するために計画していた、また想

定していた事業費や実際にオリパラ基金として約

50億円ございます。これらを市民のための事業の

拡充や、市民の要望が多く、財政的に今は困難だ

としている事業が実施可能になるのではないかと

いうふうに考えます。 

 そこで、中期実施計画であるアクションプラン

2023から冬季オリパラ招致関連事業に係る掲載を

削除することと併せて、子育て支援、福祉、また

暮らし支援などの事業の拡充、創設等については

検討されないのか、伺います。 

●加茂政策企画部長  オリンピック・パラリン

ピック招致の情勢に伴う新たな事業の検討という

ことについてのご質問だったかと思いますが、オ

リンピック・パラリンピックの招致に関しては、

今後、地元の関係者の意向も確認しながら最終的

に判断していくこととしているところでございま

す。したがいまして、オリパラ基金も含めた今後

の在り方等につきましては、現時点においてはお

示しできる状況にはございませんけれども、今

後、その方針が確定した際には、その考え方に基

づき、これらの利活用も含めて適切に検討がなさ

れていくものと承知をしております。 

●田中啓介副委員長  アクションプランの案

は、本書の34ページにも、まさに今、加茂部長が

おっしゃったように、計画の推進に当たってとい

う中で、計画の柔軟な推進というふうにあり、そ

こには、市民ニーズに的確に対応していくことが

求められる、計画事業の見直しや強化、新たな事

業の実施など柔軟に計画を推進していきますとあ

ります。今、加茂部長からありましたが、ここに

書かれているこのとおり、計画した事業に固執し

ないで、市民のニーズに柔軟に対応していくこと

を求めて質問を終わります。 

●藤田稔人委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、札幌市強靱化計画の改定についてを議題

とし、資料に基づき、理事者から説明を受けま

す。 

●小角まちづくり政策局長  札幌市強靱化計画

は、市民や本市を訪れる人の生命と財産を保護
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し、経済社会活動を安全に営むことができる災害

に強いまちづくりに向けて、平成28年３月に札幌

市強靱化計画を策定し、令和元年12月には、１回

目となります改定を行ったところでございます。 

 このたび、現行計画が令和５年度で計画期間を

終えますことから、本市における自然災害に対す

る脆弱さを見詰め直し、札幌市強靱化計画の改定

を行う必要があると考えているところでございま

す。 

 このたび、札幌市強靱化計画の改定案を作成し

ましたことから、その内容についてご報告をさせ

ていただきます。よろしくご審議のほどをお願い

いたします。 

 それでは、資料の内容につきまして、山内プロ

ジェクト担当部長よりご説明させていただきま

す。 

●山内プロジェクト担当部長  お手元に資料を

２点、Ａ３判カラー表裏の資料１、計画改定案の

概要版と資料２の本書をお配りしております。説

明は、資料１の概要版で行わせていただきます。 

 右肩に資料１－１とある１ページ目をご覧くだ

さい。 

 まず、資料左上の第１章 はじめにになります

が、計画策定の趣旨についてまとめています。 

 現計画の計画期間である2019年度から2023年度

の間には、気候変動に伴う、これまでに経験した

ことがないような猛暑や大雪が発生いたしまし

た。また、この期間には、新型コロナウイルス感

染症の世界的な流行もあり、今後も新たな感染症

によるパンデミック等も想定しなければならない

状況にあります。一方で、ポジティブな変化とし

て、デジタル技術の進化も急速に進んでいるた

め、これらの要素も踏まえて、防災・減災の取組

の効率化を図ることも重要との認識に立っており

ます。 

 その下、計画の位置づけについてですが、図で

示しているとおり、国や北海道の強靱化計画に即

するとともに、実効性を持った着実な行動計画と

するために、強靱化計画の推進事業を、先ほどご

説明いたしました第２次札幌市まちづくり戦略ビ

ジョン・アクションプラン2023の計画事業と連動

させることで、計画の実効性を確保しておりま

す。 

 そのため、計画の推進期間もアクションプラン

2023の計画年度と併せて、2023年度から2027年度

の５年間としております。 

 続いて、第２章 札幌市強靱化の基本的な考え

方ですが、強靱化の基本目標や本計画で対象とす

るリスクをまとめております。 

 まず、札幌市強靱化の基本目標についてです。 

 基本目標については、国の国土強靱化計画や北

海道強靱化計画に掲げる基本目標も踏まえ、①市

民の生命・財産及び社会経済機能の保護、②迅速

な復旧復興、③社会基盤の強化によるまちの成

長、④本市のポテンシャルを生かした国全体の強

靱化への貢献、以上の四つを設定しております。 

 続いて、資料下段、本計画で対象とするリスク

についてです。 

 近年、大規模地震や水災害、土砂災害など自然

災害のリスクが高まっており、また、社会情勢の

変化として、新たな感染症や事故災害のほか、テ

ロ、国際紛争、それらに起因したエネルギーや食

料の供給に関するリスクなども考慮する必要がご

ざいます。 

 これらの脅威のうち、どこまでを計画の対象リ

スクとすべきかについて、特に猛暑や新たな感染

症の取扱いについてですが、国や北海道とも協議

してきたところで、国からは、国土強靱化基本計

画においては、猛暑や感染症は考慮すべき社会情

勢の変化の一つであるとの考えが示されたことか

ら、国の考えを踏まえまして、表の左側の欄のと

おり本計画で対象とするリスク、つまり、自然災

害は、地震、洪水、内水氾濫、土砂災害、大雪、

暴風雪として整理しております。 

 続いて、資料右上に移りまして、第３章 脆弱

性評価についてです。 
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 脆弱性評価とは、大規模自然災害等に対する都

市の脆弱性を分析、評価することであり、国土強

靱化に関する施策を策定し、効果的・効率的に事

業を進めていく上で必要不可欠なプロセスとなっ

ております。 

 そのプロセスですが、資料に記載のとおり、ま

ず、自然災害リスクを踏まえたリスクシナリオを

設定し、次に、リスクシナリオを回避するために

必要な事項について分析、評価を行い、そして、

それを踏まえまして、必要な施策プログラムや推

進事業を設定しております。 

 リスクシナリオの設定については、その下に23

のリスクシナリオを表で整理しておりますが、昨

今の社会情勢の変化を踏まえまして、現行計画か

ら２点修正しております。 

 一つは、１－５に猛暑の観点を加えた修正を行

い、もう一つは、２－７に大規模な自然災害と感

染症の同時発生を新たなシナリオとして追加して

おります。 

 それでは、概要資料の２ページ目に移ります。 

 先ほどの表で整理した23のリスクシナリオにつ

いては、一つ一つ札幌市が置かれている現状につ

いて分析、評価を行っておりますが、一例とし

て、ここでは地震被害への対策に関するものを記

載しております。 

 １－１、地震等による建築物の大規模倒壊や火

災に伴う死傷者の発生というリスクシナリオに対

して、その下が札幌市の現状の評価結果となって

おりますが、ここでは、建築物等の耐震化を着実

に進んでいるが、一部に未着手施設もあることか

ら、引き続き取組を継続と評価しております。 

 そして、その下の表で、主な事業の現計画での

進捗状況として、公共施設や民間建築物の整備に

関する事業目標と実績を掲載しております。 

 また、その下には、今回新たに盛り込んだ猛暑

に関する評価として、猛暑を想定した避難所運営

の検討の必要性について例示しております。 

 23のリスクシナリオ一つ一つの評価について

は、本書の23から44ページに整理しておりますの

で、ここでは説明を省略させていただきます。 

 続きまして、その下、資料の左側中段からペー

ジの右側にかけまして、第４章となりますが、こ

こでは、この計画期間中における重点方針、施策

プログラム、推進事業をまとめております。 

 まず、重点方針ですが、昨今の社会情勢の変化

を踏まえまして、三つの方針を立てております。 

 資料左下の重点方針１については、大規模災害

の発生時、あるいは、その際に猛暑や感染症など

が同時発生することを想定した重点方針となって

おります。 

 関連する取組としましては、その下に①災害対

策本部機能の強化、②避難所機能等の強化、③大

雪対策の備え・強化、④感染症対策の強化の以上

４点を定めております。 

 資料右上に移りまして、重点方針２について

は、現計画でも重点方針に掲げております強靱化

の基本的方針であり、その取組として、①建築物

の強靱化、②インフラの強靱化、③大規模盛土造

成地の強靱化の以上３点を定めております。 

 次にその下、重点方針３については、北海道胆

振東部地震時のブラックアウト等を教訓としたエ

ネルギー環境の強化に加えて、災害時でも必要な

情報伝達機能を確保するための方針であり、関連

する取組としては、①デジタルインフラの強化、

②エネルギー供給環境の強化、以上２点を定めて

おります。 

 なお、これらの重点方針に関わるものを含め

て、全23のリスクシナリオを回避するための施策

プログラムと推進事業については、資料２の本書

56ページから82ページで細かく整理しておりま

す。 

 資料右下に移りまして、最後の第５章では計画

の推進についてまとめております。 

 この強靱化計画では、進捗状況を見える化する

ために、先ほどご報告しましたアクションプラン

2023と連動した指標設定としており、各年度の進
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捗状況の確認を行うこととしております。 

 また、計画期間終了前年である2026年度には、

これまでの取組を振り返るとともに、社会情勢の

変化等により表面化した課題なども踏まえ、次回

の計画改定に向けた脆弱性評価に着手し、計画の

改定を行うことを定めております。 

●藤田稔人委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●村上ゆうこ委員  私は、札幌市強靱化計画の

改定について、２点質問します。 

 １点目は、現行の計画における推進事業の進捗

とその評価について、２点目は、改定案における

推進事業の進捗管理等について伺います。 

 札幌市が自然災害やパンデミックなどに強いま

ちづくりを推進することは、市民や札幌市を訪れ

る人の生命と財産を保護し、経済社会活動を安全

に営むことができる強靱な地域づくりを進める要

として大変重要なことと考えます。 

 現在の計画は、北海道胆振東部地震の被災経験

を教訓とし、大規模停電対策などを重点方針とし

て定め、計画的に各施策を推進してきたと認識し

ています。 

 今回の改定では、新たな観点を踏まえ、推進事

業を認定、設定しているとのことですが、まず

は、これまでの計画の進捗を適切に把握、評価

し、その上で改定計画を策定することが肝要だと

考えます。 

 そこで、質問ですが、現計画の進捗や取組結果

をどのように評価しているのかを伺います。 

●山内プロジェクト担当部長  現計画における

推進事業の進捗とその評価についてお答えいたし

ます。 

 現計画においては、事業の進捗を図るための指

標を設定しており、毎年度、これらの指標を参考

に事業の進捗管理を行っているところでございま

す。 

 計画の評価としては、一部未達成となっている

指標もあるものの、計画全体としてはおおむね順

調に進捗しているものと評価しております。 

 未達成指標の多くは、計画策定後に発生した新

型コロナウイルス感染症の流行に起因しており、

例えば、救急安全都市札幌事業においては、出動

可能な救急隊数がゼロとならないことを目標とし

ていたものの、これが未達成となっていたことか

ら、改定計画では、今後の救急需要の増加も見据

えて、救急隊の増強やＤＸの推進などによる配置

最適化を実施することとしております。 

 このように、今回の計画改定においては、新た

な観点の事業設定を行うだけではなく、これまで

の教訓を生かした見直しも行っているところでご

ざいます。 

●村上ゆうこ委員  現計画の評価として、新型

コロナウイルス感染症などによる影響もあり、達

成に至らなかった事業があるものの、それらの状

況も踏まえて改定計画の推進事業を設定している

ということは理解いたしました。 

 今後も私たち人間を脅かす新たな感染症や気候

変動の影響によるさらなるリスクが発生すること

は十分に考えられると思いますが、そのような事

態に直面した際に、５か年計画期間でどのように

対応しているのかが課題と考えます。 

 そこで、質問ですが、改定計画における推進事

業の進捗管理をどのように行い、計画期間中に新

たに発生したリスクに対してはどのように対応し

ていくお考えか、伺います。 

●山内プロジェクト担当部長  改定計画におけ

る推進事業の進捗管理についてお答えいたしま

す。 

 計画の進捗管理については、今回、新たに設定

した事業指標等を参考にしながら、各事業の状況

を整理、見える化し、年度ごとに確認していくこ

ととしております。また、近年の気候変動に伴う

災害の激甚化、頻発化や、今後発生し得る新たな

リスクに対応するため、計画期間内においても必

要に応じて計画の見直しを行う考えでおります。 

 このように、適宜、柔軟な見直しを行うことに
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より、本市の災害に強いまちづくりをより一層推

進するべく取組を進めてまいりたいと考えており

ます。 

●村上ゆうこ委員  進捗管理を適切に行い、適

宜、柔軟な見直しを行うことは、市民の生命や財

産を守るために当然必要なことと考えますので、

遅滞することなく行っていただきたいと思いま

す。これからも、地震災害や風水害などの自然災

害が激甚化をして頻発することが予想されます。 

 また、私たちは、新型コロナウイルス感染症に

よるパンデミックという未曽有の経験もしまし

た。加えて、気候危機によるこれまで経験したこ

とがない猛暑や大雪なども発生しています。さら

には、あまり想定はしたくはないのですが、原子

力災害などの事故災害や、テロや国際紛争による

エネルギー食料等の供給不安と、私たちを取り巻

く地球環境や社会情勢は大変厳しい状況にあるも

のと考えます。 

 これまでに様々経験したあらゆる災害の教訓を

踏まえて、また、これから起こり得るかもしれな

い事案を想定しながら強靱化計画を常に見直して

いくということは、これから大変重要だと思いま

す。 

 市民や札幌に訪れる人たちが災害に強い安全・

安心な都市であるということを常に実感できる、

まちづくりに寄与する強靱化計画になっていくこ

とを求め、私の質問を終わります。 

●わたなべ泰行委員  私からは、今回のリスク

シナリオに猛暑を追加した件について質問させて

いただきます。 

 市民の生活を守り、真に災害に強いまちづくり

を推進していくためには、新たに発生したリスク

に対して速やかに対応策を打っていくことがとて

も重要だと考えているところでございます。 

 我が会派では、さきの代表質問におきまして、

今後の暑さ対策について市長に質問をしたとこ

ろ、市長からは、札幌市強靱化計画の改定に際し

て、猛暑を新しい社会情勢の変化として捉え、計

画に位置づけたとの答弁でございました。 

 そこで、質問ですが、新たなリスクシナリオに

猛暑を追加した意図について、どのような考えか

を伺います。 

●山内プロジェクト担当部長  リスクシナリオ

に猛暑を追加した意図についてお答えいたしま

す。 

 近年の地球規模での気候変動の影響により、風

水害の頻発化が懸念され、小・中学校をはじめと

した避難所を開設する機会の増加が想定されてい

るところでございます。 

 また、札幌市においては、令和５年８月には、

市内観測史上最高の月平均気温26.7度、最高気温

36.3度を記録したことは、記憶に新しいところで

ございます。 

 こうした猛暑時に大規模な災害が発生した場合

には、避難所における熱中症などの危険性が高ま

ることから、今回、新たにリスクシナリオに追加

しました。 

●わたなべ泰行委員  このリスクシナリオに猛

暑を追加した意図については理解をいたしまし

た。 

 さて、今年発生しました記録的猛暑に対して、

我が会派では、８月29日に緊急要望を提出させて

いただきました。一部、内容を紹介させていただ

きますが、市民の熱中症予防への理解促進、そし

てまた、公共施設をはじめ、幼稚園、保育園、学

校、福祉施設等へのエアコン設置への加速化に向

けての財源の確保を行うこと、また、各家庭での

エアコン導入への補助制度の拡充を行うこと、こ

れらのことを推進するためにも、仮称ではござい

ますが、温暖化対策検討会議を設置していただき

たい、こういったことを要望させていただいてい

るところでございました。 

 今回、大規模災害との同時発生を念頭に置い

て、リスクシナリオに猛暑のことを追加していた

だいたことは、我が会派としても評価をさせてい

ただきます。 
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 しかしながら、本市の上位計画でございます第

２次札幌市まちづくり戦略ビジョン、また、５か

年計画であるアクションプラン2023におきまして

は、一部、学校でのエアコン設置等の計画があり

ますけれども、全庁挙げての猛暑対策を具体的に

は示していないところでございました。 

 リスクとして捉えているだけで、本当に具体的

な対策を迅速に実行できるのか、こういったこと

を不安に思うところでございます。 

 そこで、質問ですが、猛暑に対する具体的な対

応策について、どのように考え、実行していくの

かを伺います。 

●山内プロジェクト担当部長  具体的な猛暑対

策についてのお尋ねでございますが、現在の避難

所運営マニュアルにおいては、猛暑時の具体的な

対応策が定められていないのが現状でございま

す。 

 このたび、学校施設においては、保健室へルー

ムエアコンを設置する予定となっていることか

ら、まずは、これを有効に活用していくことを対

策の一つとして考えていくこととなります。 

 今後は、普通教室を含めた冷房施設の設置状況

も踏まえつつ、猛暑時における適切な避難所運営

の観点からマニュアルを見直すなど、避難所にお

ける猛暑対策について、関係部局と連携して取り

組んでまいりたいと考えております。 

●わたなべ泰行委員  避難所運営をしっかり行

い、他部局とも連携をとってやっていくという答

弁だったと思います。 

 先ほどお話をさせていただきました猛暑対策

は、避難所での対策を進めていくことは大変重要

だと思っておりますけれども、避難所に行く前か

らも、先ほど会派で緊急要望書を出させていただ

いた内容を一部ご紹介させていただきましたけれ

ども、まず、これからも札幌市の温暖化が続くの

であれば、引き続き来年も再来年も猛暑がある可

能性もあると思います。そういったときに、まず

は市民の意識、猛暑対策、こういったことは大変

重要なことになってまいりますし、実際にご高齢

者の方であったり、小さいお子様が集まるところ

は、どうしてもエアコンが必要でありますし、特

に、我々生活者の居場所である家についても、エ

アコン設置の推進というのは大変重要なことであ

ると思います。 

 こういったことは、まちづくり政策局だけでは

厳しい取組であることは重々承知しております

が、しかしながら、市民の命を猛暑から守ってい

くためにも、まちづくり政策局の皆様が、全庁横

断的な取組のリーダーシップをしっかり取ってい

ただき、対策していただくことを要望して、私の

質問を終わります。 

●丸岡守幸委員  私からは、札幌市強靱化計画

の改定案のうち、積雪寒冷地特有の大雪時対策に

ついてお伺いしたいと思います。 

 １点目は、大雪時の帰宅困難者対策についてで

ございます。 

 年間の降雪量が６メートル近くに達するという

人口197万人の札幌市、令和３年度には、一日の

降雪量が統計開始以降最多の55センチを記録した

のをはじめ、複数回にわたって大雪というか、豪

雪に見舞われたのは記憶に新しいところでござい

ますが、今後も大雪や暴風雪による公共交通網の

寸断といった事態が発生しましたら、都心部を中

心に帰宅困難者が発生することも十分に予想され

るところでございます。 

 そのような状況に対処するために、札幌市強靱

化計画の改定に当たりましては、重点方針１の大

規模災害及び複合リスクに備えた災害に強い都市

づくりの中で、大雪対策の備え、強化策を掲げて

おります。 

 特に、冬期間の災害時には、帰宅困難者を迅速

かつ的確に屋内空間へ避難させる必要があります

ので、一時的に避難できる場所の確保や増強を行

うことが重要と考えます。 

 そこで、質問でございますが、今回の強靱化計

画の改定に当たって、大雪などの影響により帰宅
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困難者が大量に発生することを想定して、具体的

にどのような対策を考えておられるのか、お示し

してください。 

●山内プロジェクト担当部長  大雪時の帰宅困

難者対策についてお答えいたします。 

 都心部の帰宅困難者対策としては、大規模な地

震が発生した場合の一時滞在施設として、札幌駅

前通地下歩行空間、いわゆるチ・カ・ホでござい

ますが、これら札幌市民交流プラザなどを指定し

ており、今後も活用可能な空間の整備を再開発事

業等に併せて誘導することとしております。 

 今後、大雪時においても公共交通機関の運行状

況や代替手段の有無、駅周辺施設の混雑状況など

を踏まえつつ、施設管理者の協力を得ながら、一

時滞在施設を必要に応じて活用していく考えでご

ざいます。 

●丸岡守幸委員  大雪時の帰宅困難者対策とし

て、地下歩行空間などを活用した一時滞在施設の

整備誘導や活用していくとの答弁でございまし

た。 

 そこで、さらに大切なことは、帰宅困難なた

め、チ・カ・ホなどに避難された方々は、その先

にどうすればよいのか、大きな不安を抱くことに

なると思うのですが、その方々にどういうふうに

情報発信をしていくのか、情報を届けるかが課題

になると思います。 

 これから先、雪を楽しむために大勢の外国人観

光客が札幌を訪れることが予想されますが、チ・

カ・ホなどに避難される方々の中には、多種多様

な外国人が含まれる場合もあると思います。 

 そこで、質問の２点目といたしまして、帰宅困

難者に対する情報発信を、外国人対応を含め、ど

のような手法で行おうとされているのか、具体的

にお示しください。 

●山内プロジェクト担当部長  帰宅困難者に対

する情報発信の手法についてのお尋ねでございま

したが、本市においては、発災時の情報発信の強

化、多様化を図るべく、テレビやラジオ、市の公

式ＳＮＳなどを活用した発信を行っているところ

でございます。 

 また、外国人の方々への情報発信については、

札幌市ホームページのほか、札幌観光情報サイト

ようこそさっぽろにおいて、多言語による発信を

引き続き行っていくこととしております。 

●丸岡守幸委員  では、要望をお伝えさせてい

ただいて、質問を終わらせていただきます。 

 このたびの札幌市強靱化計画の改定に当たりま

しては、災害に強い都市づくりのための具体的な

取組として、冬の間における大雪などを想定した

帰宅困難者対策のほか、この夏の猛暑による熱中

症発生などを想定した避難所運営体制も盛り込ん

でおられます。 

 大雪と猛暑、この両極端とも言えるリスクにど

う対処していくか、札幌市の強靱化計画の特徴と

も言えるわけですが、実効性と、そして何より迅

速性に富んだ施策の展開を求めておきます。 

●田中啓介副委員長  私からは、基本目標につ

いて質問をさせていただきたいと思います。 

 計画の更新や改定をするに当たって、その事業

の見直しや変えていくこと、また、新たな事業を

追加していく、これは、当然、その現状の情勢に

合ったものにしていくということが重要だという

ふうに思うのですけれども、現強靱化計画の基本

目標が四つ同じようにありますけれども、生命・

財産及び社会経済機能の保護、２点目に迅速な復

旧復興、３点目に経済の成長、そして４点目にＳ

ＤＧｓの視点を踏まえた社会課題解決への寄与と

あります。 

 今回の改定案について、１点目については、

「市民の」という言葉が入ってはおりますけれど

も、生命・財産及び社会経済機能の保護と同じ文

言で、２点目も迅速な復旧復興となっております

が、３点目については、社会基盤の強化によるま

ちの成長ということで、経済の成長からこのよう

に変わっていて、４点目については、ＳＤＧｓの

視点という部分が、今度は本市のポテンシャルを
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生かした国全体の強靱化への貢献というふうにご

ざいます。 

 そこで、伺います。 

 この３点目、４点目の二つを新たに目標とした

理由について伺います。 

●山内プロジェクト担当部長  基本目標３と４

を新たに設定した理由についてお答えいたしま

す。 

 今回の札幌市強靱化計画案における基本目標に

ついては、国や北海道の強靱化計画の基本目標を

踏まえまして見直しを行っております。 

 基本目標３、社会基盤の強化によるまちの成長

については、災害発生を想定した社会基盤強化の

取組が人口減少対策や地域活性化などの平時の政

策課題にも有効に作用すると考え、新たに基本目

標として設定したものでございます。 

 また、基本目標４、本市のポテンシャルを生か

した国全体への貢献につきましては、今後30年以

内に高い確率で発生するとされている南海トラフ

地震や首都直下地震などのリスクを踏まえまし

て、首都圏や関西圏から地理的に遠く、同時に被

災する確率が低いという本市の特性から、新たな

基本目標として設定したところでございます。 

 この４点目の目標については、他の被災地域へ

の支援などを想定したものであり、具体的には、

例えば、本市において救急医療などに充実を図る

ことが国や北海道へのバックアップ体制の構築に

寄与するものと考えております。 

●田中啓介副委員長  国や北海道の計画と整合

性、連携させていくということは、もちろん重要

だというふうに思うのです。最初にも言ったよう

に、その更新とか改定においてその現状に合わせ

て事業を変えていくということは、当然、やって

いくべきことだと思うのですけれども、目標とい

うものは、達成して、今度は新たな目標をという

ことで変えていくことはありだと思うのですけれ

ども、目標がまだ未達成の中で、簡単にという言

い方は変ですけれども、国と整合性を取るために

変えていくべきではないのではないかというふう

に思っております。 

 特に、現在のその強靱化計画の目標の一つに、

ＳＤＧｓの視点を踏まえた社会課題解決への寄与

というものがございます。このＳＤＧｓというの

は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指

す国際的な目標でもあります。まだ本市としてこ

の目標を達成しているとはとても言えないと思う

のです。 

 そこで、今回の計画は2027年度までであって、

引き続きＳＤＧｓに関する目標は持ち続ける必要

があるというふうに思うのですけれども、今回の

改定でＳＤＧｓの視点を踏まえた社会課題解決へ

の寄与を目標からなくした理由、この点について

伺いたいと思います。 

●山内プロジェクト担当部長  基本目標からＳ

ＤＧｓなくした理由についてでございますが、今

回の改定案については、前提といたしまして、四

つある基本目標全てに対して持続可能な開発目標

であるＳＤＧｓの視点を踏まえることが重要と考

えております。 

 先ほどの説明では触れておりませんでしたが、

改定案の本書の３ページに基本目標の説明がござ

いますけれども、ここには、産業、交通、エネル

ギー、まちづくりなど幅広い分野において、引き

続きＳＤＧｓの視点を踏まえて施策を推進するこ

とを記載しております。 

●田中啓介副委員長  やはり、一つに目指すよ

うに、確かに盛り込んでいるといっても、やはり

達成していないものの目標というのを追加してい

く部分においてはいいと思うんですけれども、暗

に一つの表題ともなる大事な基本目標は残し続け

ていくべきだと思いますし、特にＳＤＧｓの考え

方がとても大事だと思います。 

 その考え方が本書の３ページにきちんと書かれ

ているということでございますので、その考え方

をしっかりと堅持していただきたいということを

申し上げて、質問を終わります。 
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●藤田稔人委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時45分 

      再 開 午後２時47分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人委員長  委員会を再開いたします。 

 最後に、札幌多文化共生・国際交流基本方針の

策定についてを議題とし、資料に基づき、理事者

から説明を受けます。 

●加藤市長室長  2010年３月に策定いたしまし

た札幌国際戦略プランの計画期間が終了いたしま

したので、これまでの国際交流から多文化共生へ

と軸足を移しました札幌市多文化共生・国際交流

基本方針（案）の策定を進めてまいったところで

ございます。 

 この基本方針（案）は、札幌市を国籍や民族、

言語や文化的背景などにかかわらず、誰もが安心

して暮らせるまちとしていくための取組の基本的

な考え方を示すものでございます。 

 計画期間は10年間でございますけれども、昨今

の外国人市民の数の増加傾向やＧＸ推進、半導体

産業の進出など、札幌市内や北海道内で行われて

いる様々な状況に鑑みまして、計画期間にとらわ

れず、スピード感を持って様々な取組を進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

 この方針の検討に当たりましては、ワーク

ショップなどにより市民の皆さんにご参加いただ

いたほか、有識者を含めた検討会議でご議論をい

ただいたところでございます。 

 本日の総務委員会でご議論をいただいた後は、

パブリックコメントを行いまして、広く市民の皆

さんからご意見をいただき、来年２月の策定を予

定しているところでございます。 

 それでは、久道国際部長より、基本方針の内容

のご説明をさせていただきます。 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

●久道国際部長  それでは、資料に沿いまして

ご説明させていただきたいと思います。 

 初めに、お手元の資料でございますが、Ａ３判

３枚物の概要版の資料とＡ４判の冊子の本書をお

配りしているところでございます。 

 本日は、Ａ３判の概要版の資料を用いまして説

明させていただきます。 

 まず、一番上にございます策定の経過について

でございますけれども、先ほど室長の加藤から説

明させていただいたとおりですので、ここでは割

愛をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、１ページ目の左側、第１章 基本

方針の策定にあたってというところをご覧いただ

きたいと思います。 

 基本方針の策定に当たりましては、策定の目的

にございますように、外国人市民が日本人市民と

同じように安心して暮らせる環境をつくるという

ことが重要と考えておりまして、この考え方は、

資料には太字で記載をさせていただいていますけ

れども、まちづくり戦略ビジョンで示しておりま

す基本的な方向性に沿ったものとなっておりま

す。 

 対象期間につきましては、今後10年間としてい

るところでございます。 

 また、今回の方針策定後は様々な事業を進めて

いくことになりますが、中期実施計画の終期を意

識しつつ、成果が出るまでの時期を短期と長期に

分けまして、緊急性、優先順位などに応じて取組

を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、一番下の行にございますとおり、施策の

振り返り、評価などを実施いたしまして、おおむ

ね５年後に基本方針を見直すこととしているとこ

ろでございます。 
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 次に、中央より少し上にございます第２章 札

幌をとりまく近年の社会情勢・国際情勢というと

ころをご覧いただきたいと思います。 

 札幌市における外国人市民の数ですが、右の棒

グラフにございますとおり、コロナ禍の時期を除

きますと右肩上がりに増加をしておりまして、今

年10月時点で１万7,368人となっております。内

訳としましては、留学生や技能実習生の増加が目

立っておりますほか、国籍別では、直近の12月の

数字になりますけれども、中国、韓国、ベトナ

ム、ミャンマー、インドネシアの順になっており

まして、特にベトナム、ミャンマー、インドネシ

アなど東南アジア諸国の伸びが著しい状況にござ

います。 

 今後は、在留資格の見直しなどを背景に、ます

ます外国人が増加することが見込まれますほか、

グリーントランスフォーメーションの推進やラピ

ダス株式会社の半導体製造拠点の整備といった動

きもございますので、今後は高度な知見や技術を

有する外国人支援も増加していくのではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

 さらに、災害発生時には、言葉の問題や、日

頃、コミュニティーとの接点が少ないことなどか

ら、外国人が取り残されてしまいがちであり、い

かに情報を届けていくかが課題になったと考えて

おります。このような状況の中、これまでの国際

交流からより多文化共生に軸足を移した方針を検

討する必要があると考えているところでございま

す。 

 次に、第３章の基本方針で目指す姿についてご

説明いたします。 

 まず、令和４年度に計画期間が終了いたしまし

た札幌市国際戦略プランにおける取組結果でござ

います。 

 札幌市国際戦略プランは、三つの基本方針から

成っておりまして、そのうち、基本方針Ⅰ、国際

競争力の獲得につきましては、経済観光の分野と

して推進をしたところでございます。 

 基本方針Ⅱ、多文化共生社会の実現では、札幌

外国人相談窓口をはじめとしました外国人市民の

生活の根幹を支える取組に着手をいたしました。

様々な試行的取組を行いまして、多文化共生の取

組を進める道筋をつけることができたというふう

に考えております。 

 基本方針Ⅲ、海外ネットワークの活用では、姉

妹友好都市との交流事業や世界冬の都市市長会議

を34年ぶりに札幌で開催するといった取組を行っ

たところでございます。そこに記載をしておりま

すように、今回の方針で取り組むべき課題は、言

語の違いによるコミュニケーション面における諸

課題、外国人市民の増加や中・長期的な居住によ

り多様化する生活課題への対応など多岐にわたっ

ております。こうした課題を踏まえまして、その

結果、目指す姿としまして、世界中の多様な人々

とともに生きる都市さっぽろ、こちらを掲げてい

るところでございます。 

 これは、多様な価値観の共存によって新たな価

値が生み出され、日本人市民も外国人市民も共に

活力にあふれ、充実した暮らしを送ることができ

る都市を目指すということを意味するものでござ

います。 

 この目指す姿を実現していくに当たりまして、

五つの目標を策定して取組を進めてまいります。 

 それでは、ページを１枚おめくりいただければ

と思います。 

 ここからは、目指す姿の実現に向けた五つの目

標について説明させていただきます。 

 非常に細かい記述となっておりますので、要点

をかいつまんで説明させていただきたいと思いま

すます。 

 まず、目標１ですが、だれもがつながり伝えあ

えるまち＜コミュニケーション支援＞についてで

ございます。 

 外国人市民を対象として実施したアンケート

で、困り事について聞いてみたところ、一番多

かったのがコミュニケーションという回答でござ
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いました。 

 国際プラザに設置運営しております札幌外国人

相談窓口のような母国語で相談できる支援や日常

生活を送る上で必要となる日本語学習の支援など

は非常に重要だというふうに認識しているところ

であり、今後さらに積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次は、目標２ですが、みんなが安心して暮らせ

るまち＜生活支援＞についてでございます。 

 外国人市民が長期に生活をするとなると、様々

な困難に直面していくことが推測されるほか、災

害に対する理解や備えも必要になってくることか

ら、安心して暮らすことができるよう、必要な支

援に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 続く目標３ですが、お互いをみとめあい、みん

なが支え合うまち＜意識啓発・社会参画＞につい

てでございます。 

 ここは、多文化共生の考え方に関するところで

ございまして、様々な文化や価値観が存在してい

て、それを受け入れていくということを外国人と

日本人の相互に理解していただきたいといった趣

旨から、お互いを知るための交流機会の充実や多

文化共生意識の啓発に取り組むといった内容でご

ざいます。 

 １枚めくっていただきまして、３枚目になりま

す。 

 上段の目標４ですが、世界とともに生きるまち

＜国際交流・国際協力＞でございます。 

 札幌には五つの姉妹友好都市がありますほか、

冬の都市市長会を提唱し、その事務局を担ってい

るところでございます。 

 これらの国際交流は、札幌市民にとって、身近

な外国として、国際理解に関心を持つきっかけと

なるものであるとともに、国際的なネットワーク

で得た様々な知見や技術を札幌のまちづくりに活

用していくことができるものであり、今後も継続

して取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

 また、国際協力機構ＪＩＣＡが行っている研修

事業への協力、開発途上国との公正な取引を目指

すフェアトレードの普及、こういった国際協力に

も取り組んでまいりたいと考えております。 

 下段の目標５ですが、みんながともに歩むまち

＜推進体制の整備＞でございます。 

 まずは、市役所が率先して多文化共生社会の実

現に取り組むこととしまして、庁内の組織横断的

な推進体制の確立ですとか職員の対応能力強化を

図ってまいりますほか、様々な主体と協力関係を

築きまして、協働して多文化共生社会の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。 

●藤田稔人委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●水上美華委員  私からは、大きく２点、日本

語習得支援についてと、外国人住民のニーズの把

握について伺いたいと思います。 

 本市で暮らす外国人の住民は、近年、右肩上が

りで増加しております。今ほどの説明でもありま

したけれども、コロナ禍で一時減少し、コロナ禍

前の１万4,000人台が昨年４月には１万3,095人と

なったものの、その後、新型コロナウイルス感染

症の５類移行による制限緩和に伴い急回復いたし

まして、今年の12月１日時点で過去最多の１万

7,877人となっております。このたった１年８か

月間の間に、4,800人も増加している状況であり

ます。 

 このように、外国人が急増している状況を踏ま

えますと、本市としても、多言語対応など対応の

強化が必要であると考えますが、外国人住民の出

身地は、おおよそ130か国に上る国と地域にわ

たっておりまして、全ての言語に対応するのは現

実的にはかなり難しいのではないかと思うところ

でもあります。 

 また、在留資格、特定技能の対象業種拡大に伴

い、今後は、より長期にわたって日本で働く外国

人が増えることが見込まれるほか、配偶者や子ど
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もなどの家庭を帯同するケースも増えると予測さ

れることから、こうした方々が地域から孤立する

ことのないよう様々な支援が必要ですが、中でも

日本語の習得支援が今後ますます重要になってく

るのではないかと考えております。 

 特に帯同する家族は、就労者と違って、仕事を

通じた日本語習得の機会もなく、日常生活や子ど

もの教育のためには日本語習得は非常に重要とな

ります。 

 2019年に施行されました日本語教育の推進に関

する法律では、地方公共団体は、日本語教育に関

する基本的な方針を定めるよう努めることとされ

ておりまして、今回策定した多文化共生・国際交

流基本方針のうち、目標１の②日本語教育の推進

の項目がこれに当たるものだと伺っております。 

 このように、日本語教育の重要性を基本方針の

中でしっかりと規定したことは、本市が日本語教

育の取組を一層進めていくことを示すものと一定

の評価をしたいと思います。 

 さて、本市の日本語教育の具体的な取組につい

てですが、これまで、初めて日本語を学ぶ方を対

象とした日本語教室、はじめてのにほんごくらす

を開催していると伺っておりますが、まず最初

に、これまで取り組んできた日本語習得支援の取

組についてお伺いをさせていただきます。 

●久道国際部長  日本語習得支援におけるこれ

までの取組についてお答えさせていただきます。 

 今後、より長く日本で生活する外国人が増える

ことが見込まれますことから、一定の日本語力を

身につけていただくことは大変重要になるものと

認識しているところでございます。 

 令和３年度札幌国際プラザへの補助事業としま

して、日本語を話せない外国人を対象として、は

じめてのにほんごくらすをオンラインで初開催

し、全６回の講座を通じまして、平仮名や基礎的

な日本語を学んでいただいたところでございま

す。 

 令和４年度からは、これを対面で年２コースの

開催へと拡大し、ちょうど先月11日から今月23日

までの日程で、今年度２回目のにほんごくらすを

開催しているところでございます。 

 外国人市民が求める日本語能力のレベルは人に

よって様々ではございますけれども、孤立防止の

観点からも、地域生活を送る上での最低限の日本

語を見つけていただくよう取り組んでいるところ

でございます。 

●水上美華委員  行政として一番困っていると

思われる日本語初心者の方々をこれまでターゲッ

トとして取り組んできたことは理解するところで

あります。 

 しかしながら、全６回、年２コースの開催では

十分とは言えず、学習支援体制の強化がまだまだ

必要になってくるのではないかと思うところであ

ります。 

 今回の基本方針を策定するに当たり、本市が昨

年に実施した外国人住民を対象とした意識調査に

よりますと、日本や札幌市での生活で困っている

こと、心配なことという設問で、日本語のコミュ

ニケーションという回答が36％と最も多く、日本

語学習へのニーズは大きいものと考えますが、そ

の一方で、日本語を教えられる人材には限りがあ

り、いかに体制を整えていくかが目下の課題と

なっております。 

 本市では、現在、10か所以上の日本語教室がボ

ランティアにより活動をいただいておりますが、

私は、こうしたところと有機的に連携するととも

に、持続的に活動できるような支援をしていくこ

とが重要であると考えております。 

 基本方針では、札幌国際プラザや地域で日本語

学習支援を行う団体などと連携を図り、日本語教

育の拠点づくりを推進しますと記述にあるところ

であります。 

 そこで、質問ですが、本市として今後どのよう

に日本語習得支援の体制を整えていこうと考えて

いるのか、お伺いいたします。 

●久道国際部長  日本語習得支援における今後
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の支援体制についてお答えさせていただきます。 

 にほんごくらす参加者へのアンケートでも、日

本語をもっと勉強したいと思った、ステップアッ

プのコースがあれば参加したいといった意見が多

数寄せられておりまして、現在の取組では期待に

十分応えられていないと認識しているところでご

ざいます。 

 そこで、来年度からは、にほんごくらすの開催

回数を増やしまして、その後の学習の足がかりに

していただくとともに、ステップアップを目指す

方のために、会話中心で、より生活に役立つ実践

的な日本語を継続的に学べる講座を新たにスター

トさせたいと考えております。 

 また、本市の日本語教育体制を考える上でボラ

ンティアとの連携が重要と考えておりまして、持

続的な活動に資する支援の在り方を検討していく

必要があると認識しているところでございます。 

 ボランティアの方々に困っていることを聞きま

したところ、会場の確保に苦慮しているとの回答

が複数あったことから、本市において拠点となる

ような場所を用意しまして、希望する日本語教室

に無償で提供することを考えているところでござ

います。 

 このように、本市の日本語教育体制を考える上

で、ボランティアとの連携はこれまで以上に重要

と考えますが、急増する外国人に対応できるよ

う、にほんごくらすのような行政が担う日本語学

習支援の拡充を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 各団体のご意見を聞きながら、本市としてどの

ような体制を整えるべきか、検討を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

●水上美華委員  これまでも、このボランティ

ア団体などと意見交換をしながら、そして、今

回、必要なところの対策を考えられているという

ことを確認できましたので、少し安心したところ

でございます。 

 学習拠点を整備することで、外国人にとって

も、ここに行けば日本語が勉強できるということ

が認識されやすくなり、支援の充実につながるこ

とから、ぜひ実現に向けて早急に取り組んでいた

だきたいと思います。 

 また、ボランティアにつきましては、各団体の

活動を尊重しながらも、ボランティアにはできな

い領域や急増する外国人への量的な対応などを行

政が積極的に担うなど、持続可能な体制の構築に

向けてしっかりと取り組んでいただくよう要望さ

せていただきます。 

 次に、外国人住民のニーズの把握についてお伺

いいたします。 

 外国人住民を対象とした意識調査において、日

本語学習のニーズが明らかとなったところであり

ますが、次に多かった回答としては行政窓口での

手続ということでありまして、21.7％となってお

ります。 

 特に、転入時は、区役所で様々な手続を行う必

要があり、さらに家族の帯同が増えていけば、子

育てや教育など、より幅広い場面での支援も必要

になるのではないかと考えます。 

 こうした傾向の推移に合わせて効果的に事業を

構築していくためには、外国人住人のニーズを的

確に把握することが不可欠であります。これまで

単発でアンケート調査などを実施してはいるよう

ですが、こうした取組を継続的に行っていくこと

がとても重要になるのではないかと考えるところ

であります。 

 そこで、質問ですが、今後どのように本市に住

んでいる外国人住人のニーズを把握していくつも

りなのか、お伺いいたします。 

●久道国際部長  外国人市民のニーズの把握に

ついてお答えいたします。 

 昨年実施したアンケート調査では、困っている

こと心配なことのほかに、必要な情報の入手方法

や札幌に取り組んでほしいことなども設問に入れ

ることで、基本方針策定の基礎資料にしたところ

でございます。今後は、こうした調査を隔年で実
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施しますとともに、これまで札幌に長年居住して

いる外国人も含めて調査をしてまいりましたが、

居住歴が５年未満など、より支援が必要と思われ

る層に対象を絞って調査をしたいと考えておりま

す。 

 こうした結果を施策立案に生かすとともに、取

組の達成度を測ることで事業の改善につなげてま

いりたいというふうに考えております。 

 また、昨年は、ワークショップを開催し、札幌

で暮らす上で不便なことなどをお聞きしたところ

でございまして、こうした外国人市民の声を直接

聞く枠組みにつきましても、継続的な実施に向け

て具体的な手法等を検討してまいりたいと考えて

おります。 

●水上美華委員  これからは隔年で調査をさ

れ、５年未満の方々を中心に伺うということで、

本市に住んでいる外国人の声を直接聞く枠組みを

検討されているということは、これまで、本市に

なかったものでありまして、今後の取組に期待を

するところでありますし、また、昨年行われてい

るこのワークショップなども継続的に実施される

ということでございました。 

 まずは、今後10年間の施策の方向性が取りまと

められたところでありますが、こうした調査を通

じて、その時々のニーズを的確に把握し、常に改

善しながら柔軟に取り組んでいただくことを要望

したいと思います。 

 最後に、札幌国際プラザ内の外国人相談窓口の

機能強化についても求めていきたいと思っており

ます。先ほど、行政窓口の手続がニーズ調査の中

で２番目に多かったというところでありますけれ

ども、例えば、本来は各区役所で行う必要のある

行政手続を、現在、行政ＤＸのほうで検討されて

いる、書かない窓口の多言語版を用意して完結で

きる仕組みの提供をしていくとか、道内でも一部

の自治体で行われている特定技能受入先企業等の

相談機能なども備えるなど、外国人住民はもちろ

ん、受入れ企業にとっても、あそこに相談すれば

解決できるという安心感が求められているのでは

ないかと思います。 

 ぜひ、ワンストップで対応することができる拠

点づくりの取組も、ぜひ、ニーズ調査の声を拾い

集めて、また、行政の動きも見ながら、柔軟に今

後対応していただきますことを要望いたしまし

て、私の質問を終わります。 

●わたなべ泰行委員  私からは、多文化共生の

推進体制について伺います。 

 我が会派は、これまで、札幌外国人相談窓口、

また災害時の外国人の支援、医療機関受診時の通

訳の提供といった外国人市民が安心して暮らせる

多文化共生社会の実現に向けた取組について、こ

れまで取り上げてきたところでございます。さき

の代表質問におきましても、我が会派からも基本

方針で目指す都市像を市長にお尋ねしたところ、

世界中の多様な人々とともに生きる都市さっぽろ

の実現に向け取り組んでいくとの答弁をいただい

たところでございます。 

 さて、令和５年12月１日時点での札幌市の外国

人市民数は１万7,877人と、この10年で２倍近く

まで増えて、加えて、足元の増加数を踏まえてま

いりますと、今後さらなるペースで増えていくこ

とが想定されます。いよいよ多文化共生社会の実

現への取組は待ったなしであると感じているとこ

ろでございます。 

 さらに、特定技能の在留資格では、滞留期間の

条件が緩和されて、さらに２号に移行した場合に

は、配偶者や子どもといった家族も帯同できるよ

うになるほか、永住の在留資格を取得する外国人

も増加傾向にあり、今後も長期にわたって日本に

住み続ける方が増えることが見込まれておりま

す。多くの外国人が長期にわたり定住して暮らす

となれば、行政への相談が増加していくことはも

ちろんのこと、子育てや教育、介護など、各ライ

フステージにわたる多種多様な相談が寄せられる

ことが想定されます。 

 このように、外国人による相談や行政手続など



総 務 委 員 会 

- 156 - 

がさほど珍しいことではなくなる状況が早晩生じ

ているほか、そもそも行政として多様な取組を進

めていく上で、様々な国の文化や習慣を持つ市民

がいることを前提とした運営が必要になると考え

ております。 

 そこで、質問ですが、現在、区役所等の窓口に

外国人の方が手続に来た際、どのように対応され

ているのかを伺います。 

●久道国際部長  窓口における外国人対応につ

いてお答えさせていただきます。 

 行政窓口での各種手続につきましては、全てに

おいて外国語対応ができているわけではございま

せんが、一部では、英語版あるいは英語併記の様

式や資料を用意して対応しているところでござい

ます。また、それだけで足りない場合には、国際

部が用意します多言語電話通訳サービスを利用可

能としておりますほか、札幌国際プラザが運用す

る通訳者派遣制度等によりましてコミュニケー

ションを支援しているところでございます。 

●わたなべ泰行委員  国際部の皆様が各区役所

での外国語対応を様々な形で支援しているとのこ

とでございました。窓口を対応していく上で職員

の方が英語等の語学を習得することができればま

さに理想的だと思いますけれども、日本人にとっ

て、実際に外国語の習得はなかなか難しいところ

もあります。一朝一夕にはこういった理想が実現

しないところが現状でございますが、そういった

中でも外国人の数は増加を続ける見込みでござい

ます。さらに、相談の内容も多岐に及んでいくと

想定されることから、今後、市役所の様々な部署

が外国市民に対応することになるということが推

測されます。札幌市多文化共生・国際交流基本方

針では、第４章の目標５で、市役所の組織横断的

な推進体制の構築をうたっております。まずは、

市役所が率先して、全庁を挙げて多文化共生を推

進するといったことが記載をされているところで

ございます。 

 そこで、質問ですが、外国人市民が増加を続け

ていくと想定される中、どのように組織横断的に

多文化共生を推進していくつもりなのか、伺いま

す。 

●久道国際部長  組織横断的な多文化共生の推

進についてお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、これから市役所の様々

な部署において外国人市民の対応が増加すること

が見込まれますことから、全庁的な対応力の向上

が必須であり、組織横断的に連携を取りながら取

組を進める必要があると認識しているところでご

ざいます。 

 外国語対応につきましては、先ほどお答えした

電話通訳などに加えまして、タブレットを活用し

た映像通訳ですとか自動翻訳機の導入などを検討

し、どこの部署でも一定の対応ができるよう底上

げを図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、外国人がどのようなことに困っていて、

どのような解決方法があるのかといった事例や、

外国人にとって分かりやすい、優しい日本語など

について研修や啓発を行い、職員一人一人に多文

化共生への理解を広げてまいりたいというふうに

考えております。 

 さらに、各部署が対応する中で把握した外国人

の困り事や対応事例については、国際部が中心と

なって集約いたしまして、庁内で共有することで

改善につなげるなど、大幅な増加が見込まれる外

国人への対応に生かしていく仕組みづくりを進め

たいと考えているところでございます。 

●わたなべ泰行委員  やはり、市の職員が外国

人市民に寄り添って課題解決の当事者として対応

していくことが重要と思いますので、ぜひ市役所

の率先した行動を期待したいと思いますし、今の

答弁にございました窓口でも、電話の通訳やタブ

レットの導入をご検討しているということでござ

いました。加えて、この言語についても窓口で定

例的なやり取り、ある程度決まってやり取りする

場合には、シートに記載されているフレーズを指
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差ししてあげることで簡単な意思疎通ができる指

さしコミュニケーションシートの活用も考えると

いうことですから、既に多くの外国人が居住する

先進都市の事例も参考にしてはいかがかと思いま

すので、ご検討のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

 さて、市役所が率先して多文化共生の取組をし

ていることは理解しました。しかし、それだけで

は多文化共生の推進が限定的なものになってしま

うのではないかと懸念しているところでございま

す。外国人がこの困難に直面する場合、例えば、

アパートなどの住居を借りるとき、携帯電話の契

約、銀行口座の開設と、多岐にわたります。必ず

しも市役所、行政だけで対応できるものではござ

いません。 

 外国人市民との関わりという点では、札幌市と

ともに多文化共生を進めている札幌国際プラザ、

そして、先ほどもボランティア団体などがござい

ましたけれども、日本語教育、生活支援を自発的

に行っている市民活動団体、そして、在留資格を

取り扱う出入国管理局、また労働分野を扱うハ

ローワークといった行政機関もございます。外国

人が就労している企業、技能実習生を受け入れて

いる企業を支援するこの管理団体、また、留学生

が所属する各大学など、本当に多くの主体の団体

がございます。 

 例えば、昨年、札幌市は、札幌国際大学と連携

協定を締結しており、外国人市民の日本語能力調

査など、多文化共生に向けた取組を一緒に行って

いると聞いておりますが、この市の取組を広げて

いくには、こうした多くの主体の団体としっかり

と連携していくことが必要不可欠だと考えている

ところでございます。 

 そこで、質問ですが、これらの主体に対して、

市はどのように関わって多文化共生を推進してい

くつもりなのかを伺います。 

●久道国際部長  様々な主体との関わりについ

てお答えさせていただきます。 

 外国人相談窓口には、行政に関わること以外も

含めまして多様な相談が寄せられておりますほ

か、昨年実施したワークショップでも、生活する

上での諸手続で苦労したといった意見が出されて

おりまして、こうした課題は市役所だけで解決す

ることは困難と認識しているところでございま

す。 

 そのため、これまでもほかの行政機関や企業な

どと協力して対応してきたほか、ご紹介いただき

ましたとおり、札幌国際大学と連携して外国人市

民へのアンケート調査や災害時の外国人支援など

にも取り組んできたところでございます。 

 こうした支援をさらに充実させるため、今年度

新たに加入いたしました札幌市居住支援協議会を

通しまして、不動産業界団体への働きかけや情報

共有を行うといったように、市役所以外の様々な

主体との連携協力を一層拡大し、手を携えながら

外国人が抱える課題の解消に向けて取組を進めて

まいりたいというふうに考えております。 

●わたなべ泰行委員  ただいまの答弁で、市役

所内にとどまらず、様々な主体の方たちと連携し

ながら多文化共生に取り組んでいるとのことでご

ざいますが、広く拡大していっていただいて、大

きな網でお困り事が出た外国人の方たちの支援、

しっかりと応えていただくことを期待しておりま

す。 

 最後に、要望を述べさせていただきます。 

 外国人市民は、まちに新たな活力をもたらし

て、共に社会を支え合う存在となります。札幌

は、ぜひ日本に住みたい外国人から選ばれるまち

であってほしいと考えております。そのために

は、手厚く寄り添う支援は大変重要でございます

し、多くの人たちが外国人市民を温かく迎える気

持ちを持つことも大事です。市役所は率先して取

り組む必要がありますけれども、その中でも、と

りわけ国際部は、急増する外国人市民に対応し

て、多文化共生を推進する上で大変な役割を担う

ことになります。職員の皆様の負担もかなり増え
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てきているのではないかと推測するところでもあ

りますし、これからますます負担が増えることが

予想されます。まずは、多文化共生推進にしっか

りと取り組めるよう、部署の名称も含めて体制を

構築していただき、人員を増強することも必要だ

と思います。それによって、市役所のみならず、

社会全体で取り組む大きな動きとして進めていた

だくよう要望いたします。 

 加えて、先ほど水上委員にも外国人の方の日本

語への支援について様々な答弁がございました。

私からも、１点、要望を述べさせていただきま

す。 

 国際部だけでの取組、大変頑張っていらっしゃ

る、重要なことだと思いますが、実際に子どもた

ちが、様々、日本に来て、算数だとか国語だとか

社会だとか勉強しなければならない。しかしなが

ら、日本語を覚えていく、日本語を分かりながら

という支援が札幌市はまだまだ弱いのではないか

と思います。しかし、これは、教育委員会の課題

ではあるところではございますけれども、まず

は、先ほども市の中で拡大していくというお話が

ございましたので、子どもたちのほうも大変だと

いうことで、教育委員会ともしっかりと連携を

取っていただくことも要望させていただき、私の

質問を終わります。 

●丸岡守幸委員  私からは、今後の国際交流の

在り方についてお伺いしたいと思います。 

 現代の地球規模のグローバル社会におきまし

て、インターネットやＳＮＳの発達によって、誰

もが気軽に海外の情報にアクセスできるようにな

り、海外の文化に触れる敷居が格段に下がってい

るように見えます。その一方で、言葉の壁を含

め、リアルな人と人との交流にはまだまだハード

ルの高い部分があるようにも思われます。 

 こうした中で、札幌市は、アメリカのポートラ

ンド市をはじめ、ドイツのミュンヘン市、中国の

瀋陽市、ロシアのノボシビルスク市、さらには、

韓国の大田広域市の５都市と姉妹都市提携を結ん

でおります。これらは、海外との交流の入り口と

して、もっともっと活用できるのではないかと考

えているところでございます。 

 しかしながら、令和３年度に市が実施しました

市民意識調査では、姉妹都市の名前を一つも知ら

ないとの回答が２割以上に上ったとのことで、

ちょっと驚いた次第でございますが、この意識調

査を拝見している限り、姉妹都市提携の意義が市

民に十分に浸透していないのではないかと感じる

次第でございます。 

 2020年以来のコロナ禍を経て、最近は様々な場

面で海外との往来が活発になってきている中で、

これまで築き上げてきた姉妹都市との交流をどの

ように活用していくかが、今、問われているので

はないでしょうか。 

 そこで、質問でございますが、札幌市は、これ

までどのような考えの下で姉妹都市交流を行って

きたのか、また、今後の姉妹都市交流の在り方に

ついてどのように考えていらっしゃるのか、お伺

いいたします。 

●久道国際部長  姉妹都市交流の考え方と今後

の在り方についてお答えさせていただきます。 

 姉妹都市交流は、文化や経済などの交流を通じ

て、市民同士が有効と相互理解を深めまして、両

市、両国の友好親善を促進とすることを目的とし

ており、主に５年の節目ごとに相互訪問を行いま

すなど、様々な交流を行ってきたところでござい

ます。 

 地理的に最も近い韓国大田広域市とは、時差の

ない特性を生かしまして、コロナ禍におきまして

も、オンラインで小・中学生同士が互いの国や文

化を紹介し合うなどの交流を行ってまいりました

ほか、今年８月には、秋元市長が現地を訪問いた

しまして、一層の交流促進について確認をしてき

たところでございます。 

 一方で、委員がご指摘のとおり姉妹都市交流が

市民に十分浸透しているとは言い難いことから、

姉妹都市交流に親しみを持ち、何らかの形で交流
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に参加いただけるような取組が必要と認識してい

るところでございます。 

 また、姉妹都市以外にもこれまで培ったネット

ワークの中で交流を行っている海外都市がござい

ますことから、様々な機会を通じまして、市民に

国際交流を身近に感じていただけるよう取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

●丸岡守幸委員  最も古い姉妹都市であるポー

トランド市とは、来年、姉妹都市提携65周年を迎

えるなど、それぞれの姉妹都市との間には、友好

の歴史がございますし、提携の意義を市民に還元

できるよう、しっかりと取り組んでいただきたい

ということを要望しておきます。 

 ところで、先ほどのご答弁で、姉妹都市以外の

海外都市とのネットワークについても触れておら

れましたが、基本方針の目標４では、世界ととも

に生きるまちと題して、国際交流と国際協力が盛

り込められております。 

 冒頭に申し上げましたように、現在は、グロー

バル社会で、環境問題など、一つの国や都市など

で解決できない課題も多いわけでございますか

ら、幅広い視点から世界の中の札幌を考えると

き、国際協力の取組もまた極めて重要と考えるわ

けでございます。 

 そこで、質問でございますが、札幌市の国際協

力の取組と今後の方向性についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

●久道国際部長  国際協力の取組と今後の方向

性についてお答えをさせていただきます。 

 本市では、これまで、開発途上国等の原料や製

品を適正価格で購入することで生産者労働者を支

援するフェアトレードやＵＮＨＣＲ、国連難民高

等弁務官事務所によります難民を支える自治体

ネットワークへの加入、あるいは、ＪＩＣＡ、国

際協力機構が行う草の根技術協力事業への参加な

どを通じまして国際協力に取り組んできたところ

でございます。 

 ＪＩＣＡにつきましては、本市の水道局がモン

ゴルやネパールからの研修員を受け入れまして、

積雪寒冷地ならではの経験、ノウハウを生かして

技術者の養成を支援しておりますほか、道路の維

持管理など様々な分野で技術協力を行っていると

ころでございます。 

 今後は、こうした取組を通じて国際社会に貢献

いたしますとともに、その成果を広く市民に周知

することで、地球規模の課題に対する市民の関心

が高まるよう取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

●丸岡守幸委員  今日の今までのやり取りで、

国際交流や国際協力について札幌市の考え方をお

尋ねしてきましたが、最後に改めて今後の国際交

流の在り方についてお伺いしたいと思います。 

 札幌市では、2013年度に札幌市国際戦略プラン

を策定して、その中で、目指す都市像を、創造性

と活力にあふれ、誰もが住みたくなる国際都市

さっぽろと設定していたところでございますが、

軸足は国際交流に置きつつも、多文化共生に対す

る取組を段階的に広げてきたとのことでございま

す。 

 一方、今回策定しようとしております札幌市多

文化共生・国際交流基本方針につきましては、国

際戦略プランのうち、多文化共生社会の実現と海

外ネットワークの活用の部分に焦点を当てて、現

在の視点で、新ためて今後の方向性を定めるもの

と理解をしております。 

 目指す都市像は、世界の多様な人々とともに生

きる都市さっぽろということでございますから、

まちづく戦略ビジョンにも掲げている共生の概念

がベースになっていることがうかがえるところで

ございます。 

 そして、その名称についても、当初は、国際交

流・多文化共生基本方針であったところ、検討会

議での議論を踏まえて、多文化共生・国際交流基

本方針に改め、多文化共生施設を中心に据えたも

のとなったと伺っております。 

 昨今の外国人市民の急増を踏まえますと、外国
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人との共存は今後の重要な課題でございますし、

今回の基本方針に基づいて多文化共生の取組が一

層進むことを期待しておりますが、一方におい

て、国際交流の取組が縮小されていくのではない

かと危惧するところでもございます。 

 そこで、お尋ねいたしますが、そうした背景の

中で、札幌市として、今後、国際交流の意義をど

う捉え、どのように位置づけていくおつもりなの

かをお示しください。 

●久道国際部長  国際交流の意義と位置づけに

ついてお答えさせていただきます。 

 ご指摘のとおり、今回、多文化共生に重点を置

いて基本方針を策定したところでございます。こ

れは、今後ますます外国人市民が増えていくと予

想される中で、外国人ならではの不便や不安を解

消し、安心して暮らせる環境を整えるとともに、

日本人の側においても、外国人を地域社会の一員

として受け入れ、共に生きていく意識を持つ必要

があること、すなわち多文化共生社会の実現が急

務であることの課題意識に基づくものでございま

す。 

 一方で、姉妹都市をはじめとした国際交流は、

海外の異なる文化に触れるという点で、多文化共

生の入り口になるものであるほか、これまで培っ

た海外とのネットワークは本市の貴重な財産であ

り、今後も重要であることは何ら変わりはないと

考えているところでございます。 

 特に、最近では、海外都市との間で施策課題に

即した学び合いの場を持つ機会も多くあることか

ら、市民にその内容や成果を発信していくことも

必要と考えております。今後は、こうした海外と

の交流を通して市民に文化を理解する機会を提供

し、ひいては、本市における相互理解と共生意識

の醸成につながるよう取り組んでまいりたいと考

えております。 

●丸岡守幸委員  最後に、要望させていただき

まして、私の質問を終わります。 

 多文化共生の現実において、国際交流はなくて

はならないものと考えます。世界中の多様な人々

とともに生きる都市さっぽろ、これを目指す上で

多文化共生に軸足を移すということでございます

が、今後も、国際交流と多文化共生を国際化の両

輪として施策を展開していただくよう要望して、

私の質問を終わります。 

●田中啓介副委員長  私からも質問をさせてい

ただきます。 

 先ほどの質疑の中にありましたが、外国人市民

が本当に増えており、その中で永住者が最も多い

という結果も出ております。加えて、特定技能に

おいては、２号に移行することで家族を呼び寄せ

ることができることにもなっておりまして、その

帯同する家族、在留資格である家族滞在の数、こ

ちらも10年前に比べて増えてきています。 

 そして、説明にもありましたとおり、今後もそ

れは増加していくことが十分に考えられるという

ことです。 

 この帯同している本市に居住している家族に

とって、住んでいる地域に知り合いがいなくて、

十分に日本語を話すことができないために、孤

立、孤独した中で生活せざるを得ないという環境

にいる方は少なくないというふうに思います。 

 その中で小さい子どもで言うと、まさに保育園

の子育て、教育の面、医療、そして地域で日々暮

らしていく上で必要なルール、こういうことも

様々な面で不安だったり困難を抱えているのでは

ないか。また、そのようなときにどこに相談して

いったらよいのかということが分からない外国人

市民は、こちらも決して少なくないと思います。 

 多文化共生を進めていく上において、このよう

な外国人市民に対して決して孤立をさせないとい

う支援が重要だと思うのです。 

 そこでまず、伺います。 

 生活に不安や困難を抱えている外国人市民に対

して、これまで行ってきた支援に加えて、今後ど

のような支援を検討されているのか、伺います。 

●久道国際部長  困難を抱える外国人への支援
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についてお答えをさせていただきます。 

 本基本方針におきましても、有識者との検討の

段階から、こうした帯同する家族に対する支援

は、特に重要だと認識をしてきたところでござい

ます。 

 日本で生活していく上で、やはり日本語の習得

が必要不可欠でありますことから、特に全く日本

語が分からない初学者の方、こういった方を対象

にした学習支援に積極的に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 さらに、生活に必要な情報をしっかり届けてま

いりますほか、日常の様々な疑問について母国語

で気軽に相談できるよう、多言語相談窓口での対

応を充実させてまいりたいと考えております。ま

た、病院にかかりたいのに、なかなか言葉も通じ

ず、そもそもどこに行ったらよいのか分からない

ということにならないよう、医療機関への予約で

すとか問合せのサポートを多言語で提供いたしま

すなど、いざというときの支援を行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

●田中啓介副委員長  今、幾つかこういう支援

をやっていく、さらに強化をしていくというお話

がございました。実際、その情報がそもそも本人

に、また家族に行き着いていない、つながってい

ないという部分がございます。なので、決してそ

ういうつながれていない外国人市民というもの

が、この本市にいないように、こちらにおいて

しっかりと、先ほど水上委員とのやり取りの中で

もありました。 

 本市としても、今後、もっと把握に努めていく

ということがございましたので、その把握から漏

れる外国人市民がないように取り組んでいただき

たいと思っております。 

 そして、その支援を行っている多く中心になっ

ているのは、ボランティアだと認識しておりま

す。区役所窓口での手続、保育園、学校など外国

人市民との会話が困難なときに、国際プラザに登

録をしているコミュニティ通訳が派遣されている

と事前に伺っております。近年、外国人市民が増

加していることによって、現在登録している50人

ほどのボランティアが本当にかなりの頻度で派遣

されているということも伺っております。 

 今回の基本方針では、ボランティアの担い手の

発掘、育成に取り組むとなっております。通訳だ

けではなくて、外国人それぞれの国の文化、ま

た、生活様式、価値観なども本当に様々です。そ

れらの文化などにも、言葉だけではなくて、文化

そのものにも精通していること、それが外国人市

民への生活などの支援をしていく上では求められ

てくると思っております。その生活などの支援

は、一場面、一場面というだけではなくて、切れ

目のない継続した支援が必要だと思うのです。そ

のためには、支援者自身もまた継続して支援がで

きるようにしていくことが、支援を受ける外国人

市民の不安の解消、安心して本市で生活していけ

ることにつながるのではないかと思っておりま

す。 

 そこで、伺います。 

 支援者、相談員と言ったらいいのか、それに対

しての必要十分な処遇、加えて持続的な支援に従

事できるようにすることが必要だと思うんですけ

れども、いかがお考えなのか、伺います。 

●久道国際部長  外国人を支援するボランティ

アの処遇と支援についてお答えさせていただきま

す。 

 現在、子どもの保育教育に関わる相談ですと

か、医療通訳、日本語教育などの場面におきまし

て、多くのボランティアと協働しながら支援を

行っているところでございます。 

 一方で、ボランティアが持続的に活動していく

には一定の支援が必要と考えておりますほか、外

国人市民の増加のスピードを踏まえますと、ほか

の手法による対応も検討する必要があると認識し

ているところでございます。今後どのような対応

が効果的なのか、調査・分析をしながら、持続可

能な仕組みを構築してまいりたいというふうに考
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えているところでございます。 

●田中啓介副委員長  支援する方が本当に継続

して支援できるように、それが本当に受ける側の

外国人市民の不安解消には間違いなくつながって

いくと思いますので、ぜひお願いしたいというふ

うに思います。 

 加えて、先ほど水上委員、またわたなべ委員か

らも出ておりました今回の基本方針の策定という

のは、国際部の国際交流課になっておりますけれ

ども、先ほど久道部長も説明の中でおっしゃって

おりましたが、今、国際交流から多文化共生に軸

足を移したものにということをうたっておりま

す。また、そもそも策定するに当たっての検討会

議においても、当初の原案では、国際交流が先に

あって、多文化共生は後にあったのですけれど

も、検討委員の方からも指摘があって、多文化共

生のほうを前にということでうたっております。

国際交流だけでは対応できない様々な課題がこれ

からもどんどん出てくるというふうに思っており

ます。 

 目標５の推進体制としては、市役所の組織横断

的な推進体制の構築ということがございます。そ

の方針の目標達成のためにも、それらに対応する

ためには、要となる本市の体制そのものも必要に

なってくるというふうに思うのです。 

 この基本方針の策定に当たって、５回行われた

検討会議の中でも、外国人市民の支援をしている

団体からの要望、また、検討委員からも多文化共

生を専門的に担う部署が必要という意見がござい

ました。要となる体制を創設することをぜひ検討

していただくよう求めて、質問を終わります。 

●藤田稔人委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●藤田稔人委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 以上で、委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      閉 会 午後３時41分 


